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令和４年１１月１６日 午前１０時００分開議 

 

出 席 議 員 

議 長  22 番  石 松 俊 雄 君 

副 議 長  13 番  畑 岡 洋 二 君 

  １ 番  髙 野 聖 也 君 

  ２ 番  坂 本 奈央子 君 

  ３ 番  安 見 貴 志 君 

  ４ 番  内 桶 克 之 君 

  ５ 番  田 村 幸 子 君 

  ６ 番  益 子 康 子 君 

  ７ 番  中 野 英 一 君 

  ８ 番  林 田 美代子 君 

  ９ 番  田 村 泰 之 君 

  10 番  村 上 寿 之 君 

  11 番  石 井   栄 君 

  12 番  小松﨑   均 君 

  15 番  飯 田 正 憲 君 

  16 番  西 山   猛 君 

  17 番  大 貫 千 尋 君 

  18 番  大 関 久 義 君 

  19 番  市 村 博 之 君 

  20 番  小薗江 一 三 君 

  21 番  石 﨑 勝 三 君 

                                         

欠 席 議 員 

  14 番  藤 枝   浩 君 

                                         

出 席 説 明 者 

市 長  山 口 伸 樹 君 

副 市 長  近 藤 慶 一 君 

教 育 長  小 沼 公 道 君 



- 106 - 

 

市 長 公 室 長  金 木 雄 治 君 

政 策 推 進 監  北 野 高 史 君 

総 務 部 長  後 藤 弘 樹 君 

市 民 生 活 部 長  持 丸 公 伸 君 

環 境 推 進 監  小 里 貴 樹 君 

保 健 福 祉 部 長  下 条 かをる 君 

福 祉 事 務 所 長  堀 内 信 彦 君 

産 業 経 済 部 長  古 谷 茂 則 君 

都 市 建 設 部 長  関 根 主 税 君 

上 下 水 道 部 長  友 部 邦 男 君 

市 立 病 院 事 務 局 長  木 村 成 治 君 

教 育 部 長  堀 江 正 勝 君 

消 防 長  堂 川 直 紀 君 

笠 間 支 所 長  太 田 周 夫 君 

岩 間 支 所 長  島 田   茂 君 

学 務 課 長  稲 田 和 幸 君 

学 務 課 長 補 佐  仁 平 秀 明 君 

生 涯 学 習 課 長  松 本 浩 行 君 

生涯学習課長補佐兼スポーツ振興室長  山 本 明 子 君 

企 画 政 策 課 長 補 佐  森     望 君 

建 設 課 長  赤 上   信 君 

事 業 推 進 室 長  田 中   博 君 

都 市 計 画 課 長  鶴 田 宏 之 君 

都 市 計 画 課 長 補 佐  大 嶋 信 二 君 

商 工 課 長  小松﨑   守 君 

商 工 課 長 補 佐  桑 島 一 志 君 

観 光 課 長  山 内 一 正 君 

観 光 課 長 補 佐  野 沢   力 君 

農 政 課 長  礒 山 浩 行 君 

農 政 課 長 補 佐  菊 地 恵 一 君 

栗ブランド戦略室長  藤 咲   篤 君 

                                         

出席議会事務局職員 

議 会 事 務 局 長  西 山 浩 太 

議 会 事 務 局 次 長  堀 内 恵美子 



- 107 - 

 

次 長 補 佐  松 本 光 枝 
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係 長  上 馬 健 介 

                                         

議 事 日 程 第 ４ 号 

令和４年１１月１６日（水曜日） 

午 前 １０ 時 開 議 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

日程第２ 一般質問 

 

１．本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 一般質問 

                                         

午前１０時００分開議 

 開議の宣告 

 

○議長（石松俊雄君） 定刻となりました。皆さんおはようございます。 

 報告申し上げます。 

 ただいまの出席議員は21名であります。本日の欠席議員は14番藤枝 浩君です。 

 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の会議に、地方自治法第121条第１項の規定により出席を求めた者及び議会事務局

職員の出席者は、資料のとおりであります。 

                                         

 議事日程の報告 

 

○議長（石松俊雄君） 日程について報告申し上げます。 

 本日の議事日程につきましては、議事日程第４号のとおりといたします。 

 これより議事に入ります。 

                                         

 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（石松俊雄君） 日程第１、会議録署名議員を指名します。 

 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、16番西山 猛君、17番大貫千尋君を

指名します。 
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 一般質問 

 

○議長（石松俊雄君） 日程第２、一般質問に入ります。 

 一般質問につきましては、一括質問・一括答弁方式、一問一答方式からの選択でありま

す。質問は項目ごとに質問し、その質問が完結した後に次の質問項目に入っていただくよ

うにお願いをいたします。 

 発言時間は、一問一答方式は質問と答弁合わせて60分以内であります。 

 執行部には反問権を付与しております。反問権は反論権ではありません。議員の質問に

疑問点がある際に、その疑問点について聞くことができる権利であります。したがって、

必ず議長の許可を得て発言をするようにお願いをいたします。議員、執行部とも分かりや

すい質問、答弁に努めていただくようにお願いをいたします。 

 それでは、17番大貫千尋君の発言を許可いたします。 

〔17番 大貫千尋君登壇〕 

○１７番（大貫千尋君） 議長の許可を得ましたので、一問一答方式で通告に従って質問

をさせていただきます。 

 大項目１、笠間市の教育方針について。 

 小項目①教育施設の現状について、通学道路も含めて、お答え願います。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 17番大貫議員の御質問にお答えをいたします。 

 教育施設の現状についてでございますが、笠間市の学校施設は、小・中・義務教育学校

を合わせまして16校あり、昭和40年代から昭和50年代にかけて建築されたものが大半を占

めております。これらの施設は建築後30年以上が経過しており、これまでに耐震化工事の

ほか、トイレの洋式化やエアコンの設置を行ってきましたが、校舎の老朽化は進んでいる

状況でございます。また、校庭の管理につきましては、学校教職員のほかＰＴＡや地域の

方々の御協力の下、草刈りなどを行っていただいているところでございます。 

 通学路につきましては、児童生徒の登下校における通学の安全を確保するため、毎年笠

間市通学路交通安全プログラムに基づき、関係機関と連携して危険箇所の合同点検を実施

し、安全対策を行っております。 

 なお、合同点検以外での日常の点検につきましては、学校や保護者、地域の方々から情

報をいただいており、即日現場確認を行い、迅速に関係課と調整、対応を行っている状況

でございます。対応の主な内容としましては、倒木、雑草、ハチの巣の撤去などでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（石松俊雄君） 大貫千尋君。 
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○１７番（大貫千尋君） ２回目の質問としまして、今お答えになった中で、コロナ禍の

中で、校長先生、教頭先生がＰＴＡの方々に集団作業というんですか、コロナ前には年に

２回ぐらいお願いをして、校庭の除草をやったり、落ち葉の時期には落ち葉を集めたりと

いうようなことをなさっていたらしいんですが、なかなか責任上、それが結局一つのクラ

スターになったり、いろいろな状況の中で声をかけにくいと。現実に私どもの近くの小学

校で９月から新学期を迎えるに当たって、校庭が草ぼうぼうだったんです。教頭先生にど

ういう状況なんですかというようなお話を聞いたらば、なかなか共同作業の実施が難しい

んだということで、では、有志の方々に声をかけて、草ぼうぼうの中、新学期を子どもた

ちが迎えるんであってはということでお願いしたところ、有志の方々がやっていただいた

という状況、これは友部第二中学校においても同じでした。 

 そういう中で、現状を見合わせた中で、どのような方向を考えていただけるのか、お答

え願えれば、よろしくお願いします。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 校庭の除草作業についての御質問かと思いますが、教職員ほ

かＰＴＡや地域の方々の下、行っていただいているところでございますが、今議員がおっ

しゃったように、コロナの影響もありまして、なかなか管理が行き届いていないという部

分もあろうかと思います。 

 そういった中で、今後も協働して行ってまいりたいと考えますが、どうしても困難な場

所、例えばのり面など危険な場所とか、そういった場所につきましては、学務課の予算で

実施をしてまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 大貫千尋君。 

○１７番（大貫千尋君） 学務課の予算が非常に少ないような状況みたいなんです。毎年

今まで植わっている庭木なんかの手入れについても、なかなか実施できないような状況で、

よく学務課のほうと各学校との話合いの中で、やはり予算措置が必要なのか必要でないの

か、ＰＴＡとか父兄の方々から御不満が出ないような形の中で協力していただくところは

協力していただく。ただ、どうしてもこれは協力していただく範囲では無理だなという状

況のときには、やはり予備費を少しは取っておいていただいて、優先順位を決めて予算措

置できるような形にしていただければ、ＰＴＡの方々や子どもたちも安心して、雑草が生

えてきますと、いろいろな昆虫も増えるんです。昆虫の中には益虫もありますが、子ども

たちに害をなす害虫もありますので、そういう中で管理者としての責任を問われるような

ことにもなりかねない部分もありますので、その辺十二分に考えていただければと思いま

す。 

 もしお答えできるのであれば。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 
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○教育部長（堀江正勝君） 植栽等の管理につきましては、各学校の配当予算の中で行っ

ていただいているところですが、学務課としても年間大体343万3,000円ぐらいの予算を取

っておりまして、トータルしますと、年間659万円ぐらいの予算を計上しているところで

ございます。予算については限りはございますが、どうしても困難な部分とか、そういっ

たことにつきましては、予算化すべきものは予算化して、それで対応してまいりたいと考

えてございます。 

○議長（石松俊雄君） 大貫千尋君。 

○１７番（大貫千尋君） 正直申しまして、今の予算の額をお聞きした時点で、少な過ぎ

る。子どもたちは市の宝とか地域の宝とか言っておりますが、宝物の子どもたちが日常生

活する環境の整備の問題ですから、その辺を今までの例で重ねていかないで、時流、時代

が変わってきています。以前はコロナの問題もなく、各地域で３世代の餅つき大会をやっ

たり、地域の住民の人が積極的に協力をしてくれたり、ボランティアに頼る部分がありま

したが、現状では、やっぱり母子家庭の方がいらしたり、夫婦でお勤めしていてサービス

業なんかの場合は土日の休みが取れないとか、いろいろな状況が、社会的な状況が変わっ

てきています。だからボランティアに頼って今まで行ってきた現状にはありますが、今後

は、なかなかそのボランティアに頼るということが難しい状況になりかねない部分があり

ます。 

 あとは、小学校、中学校には例外なく桜の木がたくさん植わっているんですが、その枝

の問題、正直言って、桜の木１本を切るのに相当額のお金がかかろうかと思うんです。だ

から300万円とか500万円とか、1,000万円以下の予算で全てを賄おうなんていうことは、

はっきり言って、一般市民・町民にはお話しできない話です。 

 そういう状況の中にあって、適正な維持管理費の見積もりをきちんとして、この部分に

ついてはボランティアでお願いしよう、この部分は危険な作業も含まれるので、請負業者

に委託しようとかというような方法を取っていただいて、旧態依然の考え方をきちんと見

直していただきたいと。そうじゃないと、なかなか今度は桜の枝が枯れたり腐っていたり

すると、分からないと、その枝が落ちて、子どもたちがけがしたとか、学校の先生がけが

したとか、いろいろな部分について責任問題も難しい時代ですから、そのたびに事件にな

るような可能性も出ないとも限りません。極端な話、害虫によって障害を受けた場合、ど

ういうことなのかというような問題にもなりかねませんので、その点注意深く予算措置を

よく庁議の中で教育長を中心に検討していただければと思います。 

 改善していただけそうであれば、お答えをお願いします。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 議員おっしゃるとおり、やはり児童生徒の安全を第一義に考

えまして、適切な管理に努めてまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 
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○議長（石松俊雄君） 大貫議員、申し訳ない、マイクを少し立てていただいてよろしい

でしょうか。 

 大貫千尋君。 

○１７番（大貫千尋君） 小項目②に移ります。施設の改修計画について。 

 先ほど執行部のほうからお話がありましたとおり、16校あまりがこれから老朽化に向か

っていくと、そういう中で特に子どもたちに影響があるのは、外壁です。外壁が汚い。見

た感じが学校に来たときに、やっぱり定期的に塗装、補修を各家庭でもやっています。そ

れはある程度年数がたってしまうと、亀裂のところに特に冬場、水分が入っていって凍る

ことによって、その亀裂の拡大が起きる場合があるんです。ですから、単なる補修塗装を

定期的にやっていれば、長寿命化の効果も生まれると、私は一般住宅を見ていてあるよう

な気がします。 

 現実には、改修計画についてはどのようになっておりますか。校舎の。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） これは、②のお答えということでよろしいでしょうか。 

 施設の改修計画についてでございますが、学校施設は児童生徒が１日のうちの多くの時

間を過ごす学習・生活の場であり、災害時には地域住民の避難所としても使用される重要

な施設でございます。そういった中、学校施設は順次、改修の時期を迎えることとなり、

老朽化対策としての施設整備を行っていく必要があるかと考えてございます。 

 そこで、将来にわたり安全安心に使い続け、中長期的な維持管理に関わるトータルコス

トを縮減しまして、財政負担の平準化を図りつつ、学校施設に求められる機能・性能を確

保することを目的として、令和３年３月に笠間市学校施設長寿命化計画を策定したところ

でございます。 

 現在、長寿命化改修は実施しておりませんが、今後、建物全体の劣化状況や児童生徒数

の動向、予算の状況を踏まえ、長寿命化を図る施設を選定し、計画的に改修を進めてまい

りたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 大貫千尋君。 

○１７番（大貫千尋君） 今のお話ですと、計画は立っているんだか、立てようとしてい

るんだか、実施には入っていないということなんですが、それでは我々も含め、市民も非

常に抽象的な表現で分からないので、目標、目的をきちんとできますか。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） この計画の策定に当たりましては、各学校の老朽化の状況の

調査をしてございます。その状況につきましては、屋根や屋上、外壁、内装、電気、機械

設備の劣化状況を調べて、４段階の評価を各学校行ったところでございます。そういった

中で、施設の健全度が低い学校を優先度が高い学校として、今後、計画的に実施をしてま
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いりたいと考えてございます。 

○議長（石松俊雄君） 大貫千尋君。 

○１７番（大貫千尋君） 具体的な調査をして、調査の結果が出ているような答弁に聞こ

えますが、調査の結果が出た中で、具体的にどこどこは何年頃、どこどこは何年頃という

形の具体案というのはまだできていないわけですか。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 劣化状況の調査によって健全度が低い学校、順番は、優先度

はつけてございます。ただ、その実施計画につきましては、長寿命化改修はほぼ躯体を残

して全面改修とする大きな工事でございますので、その時々の予算の状況等も勘案しなが

ら考えていかなくてはいけないと、市全体の施策を総合的に捉えて判断していかなくちゃ

いけない部分がございますので、その実施年度については、明確には一応計画上はありま

すけれども、なかなかそこは難しい部分がございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 大貫千尋君。 

○１７番（大貫千尋君） 具体的な例を一つ出しますと、北川根小学校という小学校があ

ります。築40年近くたっているような記憶なんですが、非常に外側から見て、ここ10年ぐ

らい外壁が汚い。地域住民の方も、結局大型予算を市のほうでは投入をしていろいろなこ

とやっているけれども、子どもたちの１日過ごす学校があんな汚いものでいいものかとい

う質問を私は受けた事実があるんですが、具体的に言うと、北川根小学校はいつ頃きれい

になる予定ですか。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 北川根小の状況についてでございますが、北川根小は開校以

来、大規模な改修は行っておらず、築33年が経過をしてございます。長寿命化計画におけ

る劣化状況の評価においては、施設の健全度が最も低いというような学校になってござい

ますので、最優先にこの長寿命化改修が必要な学校となっている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 大貫千尋君。 

○１７番（大貫千尋君） 最優先にやると言われましても、一般市民、地域住民からする

と、いつ頃きれいになるんだという問いに対してお答えはできませんか。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 具体的な実施年度というのは申し上げられませんが、北川根

小を最優先に実施していくことを考えてございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 大貫千尋君。 

○１７番（大貫千尋君） 逆にはっきり聞きますけれども、５年以内にできるのか、３年
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以内にできるのか、どうでしょう。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 先ほど申し上げましたように、長寿命化改修はほぼ全面改修

というような大規模な工事で、かなりの経費がかかる状況でございます。そのため、市全

体の施策を総合的に捉えて判断すべきものと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 大貫千尋君。 

○１７番（大貫千尋君） やる気があるんだかないんだか分からないような答弁で、具体

的に、ではお聞きしますけれども、長寿命化計画の中で大規模改修をするのか、結局、何

年も今のままで放置していくと、壁に要するにひび割れがひどくなったりなんかして、本

当の大規模改修になってしまう。私は現状を見たときに、そのような状況ではないと。防

水と外部の補修、塗装をすることによって、今現在の劣化が食い止められる。放置してお

くとかえって予算がかかるような、私も全く素人ではないです。答弁者よりはプロかもし

れない。そういう中で、真剣に今すぐのお答えが出せないのであれば、後日お答えを出し

てください。 

 押し問答しても始まらないので、③に移ります。 

 学校周辺並びに生涯学習の中に取り込まれるスポーツ施設の現状についてをお尋ねしま

す。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） スポーツ施設の現状についてでございますが、市内の主なス

ポーツ施設は、笠間地区の総合公園や友部地区のふれあい広場、岩間地区の海洋センター

など、合計17施設ございます。このうち、総合公園など六つのスポーツ施設につきまして

は、指定管理制度を導入してございます。また、このほかの笠間地区の高田運動公園や友

部地区の北川根ふれあい広場など11施設は、市が直営で管理をしており、グラウンドの利

用がないときにグラウンドならしや軽微な補修作業などの維持管理を実施してございます。 

 市内のスポーツ施設も、学校施設と同様に老朽化している施設が多数ございます。現在、

建築後30年以上経過している建物は、笠間武道館、岩間武道館、岩間海洋センターなどと

なっておりまして、北川根ふれあい広場などのグラウンドはそのほとんどが開設から30年

以上経過しておりますので、施設の部分的な修繕工事を早期に実施することなどで維持管

理に努めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 大貫千尋君。 

○１７番（大貫千尋君） 施設の現状について今お聞きしたわけなんですが、現実には25

年、30年たった中で、本来防球ネットにしても、防球ネットを支える基礎にしてもきちん

と見定めないと、やはり鉄骨が腐って、その鉄骨をつけ直さなければならないというよう
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な状況になると、物すごいお金がかかるんです。だからそれ以前に、軽微な、要するに、

さび止めと表面塗装をしたり、あとは、コンクリートの躯体でも地上に出ている部分とい

うのはある程度塗装をすると倍ぐらいもつんです。コンクリートも30センチ以上になると

生きていますから、50年でも60年でもだんだん硬化していくんです。 

 ところが、コンクリートも20センチぐらいの厚みだと、やはり周りの気温差や、特にマ

イナス３度以下になる日にちが頻繁にあると、やはり水分を吸収して、それが凍って破損

するような状況にもなるわけなんですが、塗装をしてあれば、躯体の中に水分を吸収する

ことが防げるので、小規模のコンクリートの場合は塗装をすれば、寿命もやはり50年なり、

100年なりもつことが証明されておりますので、そういう部分である程度、施設を見てま

わる係の方が、基本的には勉強していただくと。自分の今の仕事はこの施設の、要するに

管理の仕事なんだ。管理のためにはやはり鉄の勉強もしなければ駄目だし、コンクリート

の勉強もしなければ駄目だし、風雨に対する表面の、グラウンドなんかもきちんと水勾配

を考えて当初できているんです。その水勾配を保っていれば、グラウンドの土砂がよそに

流れるということが防げるわけなんですが、現実にはただ表面だけならせばいいという考

えでいると、水勾配を失って、豪雨になると土砂も水と一緒に流れてしまうと。だから、

その係の人がプロになれとは申しませんが、多少プロの勉強をしていただくということも

非常に大事なんです。 

 芝なんかの場合も、10センチも伸びた芝を一気に地面から２センチぐらいにカットする

と、この芝は駄目になってしまいます。芝の１日の伸びる状況、刈ってはいい状況、ゴル

フ場なんかでも試合をすると、ラフをかなり伸ばすんです。５回ぐらいに分けて切ってい

くんです、元に戻すのに。ですから、その辺のことについても、やはりある程度の管理を

する方の勉強というんですか、専門的な知識を一部吸収していないと、きちんとした管理

ができないということがありますので、今後についてはその辺のところも十分に考えた上、

また、築30年の施設がたくさんあるということですから、予算をきちんと取って、地域の

方々が楽しく、事故がないように使える施設として再生させていただければと思います。 

 そのことに対してお答えがあれば。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） スポーツ施設について、市が直営して管理している部分につ

きましては、基本、生涯学習課の会計年度任用職員が毎日巡回しまして点検をしている状

況でございます。そういった中で、グラウンドの整備であったり、議員が言われたような

塗装、簡単な軽微な補修作業などを実施しまして、今後も適正な維持管理に努めてまいり

たいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 大貫千尋君。 

○１７番（大貫千尋君） 造るときは、地権者がいたり、いろいろな形の中で地域の方々
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に協力していただいてできてきた施設ですから、これはあくまでもまちの大切な財産です

から、有効かつ市民の方々が有効活用できるように常に整備をしていっていただきたいと

思います。 

 これで、大項目１の④番まで終わります。 

 小項目⑤の教育方針の独自性はどうかという質問に入ります。 

 今世界のニュースを見ると、毎日のようにウクライナの問題が起きます。ロシアにして

も日本にしてもウクライナにしても、その国を形成している人たちは、みんな同じ人間で

す。そういう中にあって何でそういう問題が起きるのかと言えば、基本的には、ものの考

え方、見方、捉え方が違うわけなんです。本来同じであるべき生命の尊さを、現実には履

き違えて自分本位の考えをしてしまう。これは、基本的には教育の問題が大きく影響する。 

 昨日、市村議員の一般質問の中にも出てきましたが、いろいろ主義主張、宗教の問題も

あるので、途中で深くは入らないでやめてしまった様子ですが、現実にはどのような宗教

をやっていようが、どのような哲学を学んでいようが、一番大事なのは人命なんです。 

 だから、ロシアのプーチンさんがウクライナの国民に対して、自分の言うことを聞かな

いと、自分の言うことを聞かないからといって武力で制圧するという考え方は、非常にま

ずい考えです。これは誰に話しても認められる問題ではないけれども、自由と民主主義の

中では言論、出版の自由の問題がありますから、市長であっても大統領であっても総理大

臣であっても、法に照らして駄目なものは駄目と言う権利を、自由主義諸国の人たちは持

っています。 

 ところが、一部の主義主張を掲げる方々は、その権利すらないわけなんです。そういう

中にあって、ただ、自国の問題ではなく、海外の問題だと放置しておりますと、その問題

が今度は自国に降りかかってきたときに、我々はどのような対応をすればいいのかという

ことにもなりかねません。これは難しい問題ですが、やはり生涯学習を通して、幼児のと

きからお父さん、お母さんの教育も含めて、地域の指針、そういう形の中で、まち全体が

取り組んでいく一つの教育方針というのをきちんと確立しなければならないような時期に

来ているかと思います。 

 市長も合併した後、特例債の活用で、いろいろな施設の整備やそういうことを足早に一

生懸命やってくれたことは事実でありますが、ここで一つ、笠間学の提案というわけでは

ないですが、私は友部町の町議会時代に茨城大学の社会学の長谷川先生と交流を持って、

友部学の完成まで至らないで合併になってしまったわけなんですが、ここで山口市長、教

育長に、笠間独自の笠間から輩出した人材というのは、結構歴史的には表面上出てこられ

ませんが、いろいろな形の中で高杉晋作にものを教えた先生もおりますし、また、赤穂義

士伝にあるような、ああいう武士の考え方、武士の生き方、それを問うた人も笠間出身の

方です。そういう笠間にも埋もれた、たくさんの人材がおります。 

 そういう中にあって、要するに一つの教育体系を、国の指針、県の指針がありますから
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非常に制約された中での作業かとは思いますが、50年、100年の計に立って、そういうも

のをきちんと、要するに、笠間出身の子どもだったらば、うちの会社で欲しいと。笠間出

身の子どもだったら、うちの大学に来てほしいと。それは、その地域の土壌から生まれた

お子様方が、結局は全国から注目をされる。今現在、教育制度または教育の在り方が効率

絡めで、基本的には、学校でのいろいろな問題、教育委員会、ＰＴＡ、騒がれる。これは

校長先生の独自性に任せようとか、責任のなすりっこなんです、私がずっと教育制度を見

てくると。それで、非常に教育長なんかもしょっちゅう県に行ったり、いろいろな会議が

多かったりなんかして、恐らくは小・中学校一校一校回って、中でこの学校の子どもたち

はこうだな、この幼稚園のお子さん方はこうだなという、そういう時間がありますか。 

 そのことも含めて、教育長にお答え願います。 

○議長（石松俊雄君） 教育長小沼公道君。 

〔教育長 小沼公道君登壇〕 

○教育長（小沼公道君） 17番大貫議員の御質問にお答えをします。 

 市の教育方針の独自性についての御質問だと思いますので、その点についてお話をした

いと思います。 

 本市においては、特色ある教育として、笠間市で生まれ育った子どもたちが世界で活躍

できる人、それから地域を支える人に育つことを願いまして、三つの推進目標を掲げてお

ります。一つは英語教育の推進、一つは郷土教育の推進、そして最後、もう一つはＩＣＴ

教育の推進、この三つの目標を掲げて学校教育を行っております。 

 ここで、議長に資料の掲示の許可を申し上げたいんですが。 

○議長（石松俊雄君） どうぞ、許可いたします。 

○教育長（小沼公道君） その中で、議員御質問の中の笠間学というお話でしたが、実は

本市においては、郷土教育の根本として、この笠間志学というものを作成しております。

この笠間志学というのは、笠間市について知ってほしいこと、体験してほしいことを義務

教育９年間のスパンで学べる副読本として活用しております。この笠間志学の中には、56

名の歴史的人物、それが入っておりまして、小学校１年生から中学校３年生の間に全ての

人物の学習をしていくということになります。この学習を通して、笠間を知り、笠間を愛

し、笠間市の発展に尽くす子どもたちを育てることを目標に、特色ある教育をそれぞれの

学校が推進しているところでございます。 

 志学とは、議員御承知のとおり、志というのが孔子の論語から取っている部分でござい

まして、決心するという意味がございます。この志学をつくりました意味合いとしては、

本市の子どもたちが郷土の学習を通して夢や希望を持ち、本市で生き抜くことを決心して、

人生をどう生きていくかを思い描くことができるような未来の「かさまびと」を育成して

いくことを願って取り組んでいるものでございます。この教育を通して、様々な子どもた

ち、将来世界に羽ばたけるように、笠間を離れても笠間を遠くから見守るとか、笠間に戻
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ってきて笠間をつくりたいとか、そういう子どもをつくっているものでございます。 

 それから、先ほど議員から御指摘がありました、出張が多くて教育長はなかなか学校が

回れないかという御質問なんですけれども、実は私は道徳の授業を小・中学校に出向いて

行っておりまして、つい先日も友部第二小学校のほうで道徳をやってきて、子どもと実際

に触れ合ってきました。29日にはみなみ学園の中学生を今度は相手に、道徳の授業をやっ

ていきたいと思います。 

 そのように、全ての学校に回って、自分の道徳の授業を通して子どもたちと触れ合って、

教育の目標に向かって頑張っていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 大貫千尋君。 

○１７番（大貫千尋君） すばらしい答弁でした。笠間志学をありとあらゆる機会に、父

兄にも、我々ＯＢにも分かるように徹底していただければと思います。そういうことによ

って、やはりふるさと納税の金額が増えたり、いろいろな形で市が潤っていったり、起業

をする方が笠間で自分は会社をつくりたいとか、工場をつくりたいとか、そういう人の流

れと仁恵がその地域の底力になるわけですから、今の考えをどんどん啓蒙して、笠間の一

人一人の住民が自覚し、そのような方向でいけるように努力を続けてください。 

 以上で、大項目１の質問を終わります。 

 大項目２の質問に入ります。市政運営方針・計画について。 

 何に重点を置いて市政運営方針・計画をしているのか、地域別に総合計画も含めた中で、

また、現状の変化に対しても含めて、まず、旧友部地区についてお尋ねします。 

○議長（石松俊雄君） 政策推進監北野高史君。 

○政策推進監（北野高史君） 17番大貫議員の御質問にお答えをいたします。 

 何に重点を置いて運営方針・計画をしているのかという点で、まず、友部地区でござい

ますが、医療福祉施設、また、ターミナル駅となります友部駅、高速道路のジャンクショ

ンなどのこういった都市環境から堅調な住宅需要も含めまして、一定の人口が集積してい

る地区と現状を把握しております。 

 これを受けまして、重点的な方向性といたしましては、医療・福祉環境を含めて本市の

都市的発展を牽引するような都市機能を積極的に誘導することで、本市都市としての魅力

を高めて、同時に、生活機能の充実を図っていきたいと考えております。また、茨城中央

工業団地笠間地区を中心に、職と住が一体となった企業立地を推進する方針として位置づ

けております。 

○議長（石松俊雄君） 大貫千尋君。 

○１７番（大貫千尋君） 今、茨城中央工業団地笠間地区の地域というのは、戦後の農地

解放も含めた中で、袋地が多かった地域なんです。以前は自分の農地に行くのに、要する

にいちいち断らなくても、相手の農地を横切ったり、荷車を通したりすることがお互い常
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識で認められておった時代、しかし、我々の時代になったときに、父親や祖父の時代の意

味合いが通用するのかしないのかという問題になって、最初は、あそこは農地の区画整理

を計画して事業認可を受けそうになったんですが、額賀先生の秘書で庄司さんという古株

の秘書がいて、そういう土地があるんだったらば、常磐道と北関東がクロスする場所だか

ら全国で16か所造る流通業務団地の声を上げてみてはどうかというようなことで、流通業

務団地で声を上げて、当時、竹内知事に強く後押しをしていただいて、その計画決定がさ

れて、役場のほうで要するに用地買収は手伝うということで、役場の職員の方が何名かで

チームをつくって用地買収をして、流通業務団地としての形成を図ろうとしたわけなんで

すが、その後バブルが崩壊して、橋本知事の時代にはできなくて、大井川知事の時代に今

度は値下げも考えていただいて、企業誘致が促進したような状況なんです。 

 そこで一つお聞きしたいのは、旧北川根の中には、こういう土地がまた点在して残って

いるんです。規模は30ヘクタール前後が２か所あるんですが、そうしたとき、地元の地権

者が区画整理をやりたいんだと。実際、工事はやらないです。 

 工事はやらないけれども、公図上の区画整理、道路用地と、結局、斜め三角のやつを四

角にするとかという区画整理をやろうとしたときに、それに対する応援の補助体制という

のは何かございますか。 

○議長（石松俊雄君） 政策推進監北野高史君。 

○政策推進監（北野高史君） 今現在、北川根地区の中で、そのようなお話を含めて計画

があるという認識はしておりませんでしたので、ここは関連部局がございますので、私ど

もも含めてどういった土地利用がいいのかとか、そういった現地の状況とか、そういった

ものを見てからでないと、ここでこうしますというようなお答えというのは難しいかと思

っております。 

○議長（石松俊雄君） 大貫千尋君。 

○１７番（大貫千尋君） そうすることによって評価額も上がり、固定資産税の税額も上

がり、将来、市の財政に寄与する部分がありますので、この件についてはきちんとした通

告もしていませんでしたのでここで終わりますが、調査研究のほうをしておいていただけ

ればと思います。 

 ②番の岩間地区について。 

○議長（石松俊雄君） 政策推進監北野高史君。 

○政策推進監（北野高史君） 岩間地区につきましては、果樹、愛宕山、合氣神社など、

自然の恵みと本当にそこにしかない文化的な資源があふれておりまして、また、同時に東

京方面からの玄関口となりますインターチェンジ周辺を中心としました工業地域の側面を

持つ地区と認識しております。 

 これを受けまして、重点的な方向性としては、市内外の人を引きつける愛宕山に代表さ

れるような自然を生かした魅力度の強化であるとか、世界に誇る合気道の活性化、果樹な
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ど農業環境の向上とともに、岩間駅西、また、駅東の双方ともに、居住機能の強化を図っ

てまいります。また、安居地域を中心としまして、交通環境等を生かした企業立地を強力

に推進していくことを方針として位置づけております。 

○議長（石松俊雄君） 大貫千尋君。 

○１７番（大貫千尋君） 分かりました。 

 ③番、笠間地区についての考え方を。 

○議長（石松俊雄君） 政策推進監北野高史君。 

○政策推進監（北野高史君） 笠間地区につきましては、美術館、神社、スケートパーク、

石切山脈など、多様な芸術、産業をベースとした地域資源によりまして、多くの方が訪れ、

本市の紹介、また、ＰＲを行う上でも代表される地区となります。 

 そのため、重点的な方向性といたしましては、笠間焼など観光、地域経済の双方に影響

を及ぼす産業の持続化を進めていくとともに、ゲートウェイとしての機能を持つ道の駅か

さま、スポーツという新たな価値も加わった芸術の森公園といった各拠点の機能強化と充

実を図ることなどにより、交流、観光の一層の強化を図ってまいります。また、陶芸大学

校との連携による陶芸作家、ものづくり作家など、笠間地区の風土を生かした定住化の取

組と、駅から国道50号間を主に中心としました居住機能の強化を推進していくことを方針

としております。 

○議長（石松俊雄君） 大貫千尋君。 

○１７番（大貫千尋君） 分かりました。 

 では、④番の笠間市の目指す将来像についてですが、昨日、市村議員の一般質問の中に

もあったんですが、友部・笠間・岩間地区の中で狭あい道路というのは結構あります。狭

あい道路の舗装率、これは非常に私も各地域を歩いた中で分かるんですが、旧笠間は結構

細い道でも舗装してあるんです。防じん舗装にしても、合材舗装にしても。 

 しかし、地域の中で一番ひどいのは、岩間の第二小学区です。この地域は奥にうちが要

するに点在しているんですが、ほとんど昔のよくて２間道、3.6メートル、１間道という

のはほとんどないですけれども、あと、９尺道の2.7メートル、こういう道路があるんで

すが、正直言って前から私は言っているんですが、市道の砂利道というのをまずなくした

らどうかと。結局は、昨日市村議員もお話ししましたけれども、水戸の会社に勤めていま

すよと、うちの息子は。しかし雨が降ると、もう車が泥だらけだ。この地域には住まない。

お父さんは経済的負担を少なくしたいから、自分で持っている土地、地形のいい土地、一

緒に住むのが嫌だったら、ここにうちを建てなと言うんだろうけれども、現実には、結局

その10倍近い土地を親は処分して水戸に住宅の頭金をつくってやるような状況で、恐らく

はそのお父さん、お母さんが亡くなれば、その屋敷は潰れ屋敷になってしまうんではない

かというような状況がありますが、しかし現実的には、旧岩間地区を見たときに、愛宕山

からずっと来て、広々とした地域というのは、第二小学区ぐらいなんです。平野というん
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ですかね。 

 これからますます旧友部地区から南北線が涸沼川の橋を渡って、それで岩間の安居の方

向に進んでいく中で、結局ある程度の計画を基にした、要するに誘致です。人が住みやす

い環境を前もってつくってあげるという、一つのこれは市の経営とも経営の裏づけともな

る。幾ら整備しても、やっぱり地の利が悪くて、なかなかそういう静かな所がいいんだと

好む人以外は、なかなか子育て中の勤め人の夫婦が住む場所というのはある程度限られて

くると思うんです。学校が近いとか、買い物が近いとか、そういうものもありますので、

そういう道路が、南北線の道路が石岡常北線のバイパスになろうかと思うんですが、これ

が計画されておりますから、そういう中で、県は莫大な公共投資をするわけなんです。 

 それに付随して、今、山口市長は、岩間の第２の工業団地を広げるために、道路の計画

をしております。これは非常に喜ばしいことだと私も思っていますが、そういう中で、要

するに地域住民が張りつきやすい環境を提供してやると。そこには未舗装の道路の中に、

農業集落排水の管路と水道管が入っているんです。表面の道路そのものは、砂利道なんで

す。公共投資の中では不合理な部分があるので、先行投資した公共施設を有効活用するに

も水道も農業集落排水も入っているわけですから、既定の建築法をクリアすれば、住宅を

建てられるんです。そういう中で、将来計画を細部にわたってやっていただきたいと思い

ます。 

 それと、私は笠間地区のほうにもよく行くんですが、笠間地区の旧大池田村周辺、これ

は稲刈り前の状況なんかは風情があって非常によろしいんです。だから結局は不便だから

どうのじゃなくて、不便さも考えによっては、価値観を変えれば、すばらしい財産になる

わけなんです。ですから、そういう面を総合的に判断した中で、笠間市が笠間地区も友部

地区も岩間地区も合併してよかったという形にみんながそれなりの恩恵が得られるような

計画とその計画の実施をお願いします。 

 もし答弁があれば、時間はないですが。 

○議長（石松俊雄君） 政策推進監北野高史君。 

○政策推進監（北野高史君） 今現在、御意見等いただきました中で、やはり生活機能を

強化するゾーンであったり、今まさに御質問にございましたとおり、魅力的な景観です、

自然環境を向上するゾーンであったり、大きなゾーニングというものを総合計画の中に定

めまして、また、個別のものについては、当然総合計画でございますので、各セクション

としっかり連携を図りながら、引き続き検討進めて、まちづくりを進めてまいりたいと考

えております。 

○議長（石松俊雄君） 市長山口伸樹君。 

○市長（山口伸樹君） 答弁をさせていただきます。 

 まちづくり全体はやっぱり短期・中期・長期的に計画して進めなければならないものが

あるわけですけれども、今のまちづくりに役に立っているのは、旧合併前の市町で取り組
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まれたものも実現して、花開いているというような状況もございます。 

 私は、先ほど議員の教育論にもありましたけれども、やっぱり市民が自分のまちを誇れ

るまち、そういう笠間市を目指していきたいと思っておりますし、そのためには、教育で

あったり、産業の振興であったり、いろいろな取組を、そしてまた地域の特徴をしっかり

生かしながらまちづくりに取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○１７番（大貫千尋君） 私の一般質問を終わります。 

○議長（石松俊雄君） 17番大貫千尋君の質問が終わりました。 

 ここで、11時20分まで休憩といたします。 

午前１１時０４分休憩 

                                         

午前１１時２０分再開 

○議長（石松俊雄君） 休憩を取り戻し会議を開きます。 

 次に、２番坂本奈央子君の発言を許可いたします。 

〔２番 坂本奈央子君登壇〕 

○２番（坂本奈央子君） ２番、かさま未来の坂本奈央子です。議長より許可をいただき

ましたので、通告により一般質問をさせていただきます。質問は、一問一答方式で伺いま

す。 

 大項目１、学校施設及び環境整備について。 

 市内には、16の小・中・義務教育学校がありますが、中には老朽化により修繕や改修が

必要な施設があります。また、校庭の樹木や植え込みなどの植栽についても管理が必要で

す。子どもたちの学習環境をよりよいものにするためにも、学校施設の計画的な修繕、改

修の実施や植栽などの定期的な管理をしていくことが重要になります。そこで、学校施設

及び環境整備について伺います。 

 小項目①学校施設長寿命化計画について。 

 市では、平成28年11月に公共施設、公共建築物とインフラ施設のマネジメントに関する

最上位計画である笠間市公共施設等総合管理計画を策定し、その下位に位置する計画とし

て、令和３年２月には笠間市公共施設等適正配置計画を策定していまして、学校教育系施

設については学校施設長寿命化計画を策定しているとのことなのですが、学校施設長寿命

化計画はいつ策定されたでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） ２番坂本議員の御質問にお答えをいたします。 

 いつ計画を策定したのかというような御質問でございますが、令和３年３月に策定した

ところでございます。 

 以上です。 
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○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） では、どのような経緯で策定することになったのか、伺います。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 経緯についてでございますが、学校施設長寿命化計画は、笠

間市公共施設等総合管理計画の個別計画として位置づけられるものでございます。平成25

年11月に国のインフラ長寿命化計画が策定され、笠間市では、平成28年11月にインフラの

維持管理、更新等を着実に推進するための中期的な取組の基本的な方針として、笠間市公

共施設等総合管理計画を策定いたしました。さらに具体的な施設の在り方については、個

別施設計画に委ねられることになり、令和３年３月に笠間市学校施設長寿命化計画を策定

したところでございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） 国の流れを受けて個別計画を立てることになったということな

んですが、では、計画の内容についてはどのようなことか、伺います。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 計画の内容についてでございますが、この計画は、学校施設

の中長期的なトータルコストの削減を図りつつ、学校施設の機能や性能を確保していくこ

とを目的としてございます。 

 策定に当たりましては、柱やはりなどの構造躯体の健全性を把握したほか、屋根や屋上、

外壁、内装、電気や機械設備の劣化状況を調査し、４段階の評価を行ったところでござい

ます。また、学校施設整備の基本方針として、従来の改築から長寿命化に切り替えて整備

を進めていくこととし、建築後80年まで使用することを目標としているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） 中長期的なトータルコストを低く抑えるために、いろいろなポ

イントを確認して４段階でランクづけをするという内容であることは分かったんですが、

状態によって緊急性などをポイント化してランクづけをしていくというようなことだと思

うんですけれども、近い将来、これから実際に長寿命化の工事を実施していくことになる

と思うんですが、長寿命化に係る予算はどれくらいになるか想定はされているでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 長寿命化に係る予算についてでございますが、長寿命化改修

を実施し、現在の建物の使用年数を建築後80年まで延長することを前提に算出した場合、

維持経費も含めたトータルコストは、今後10年間で約155億円、今後20年間では261億円が

必要になると試算されてございます。 
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 今後、具体的な事業計画について検討を行う際には、毎年度の予算の状況や財政状況を

踏まえて、事業の実施時期や内容を定めて費用の平準化を図ってまいりたいと、そのよう

に考えてございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） 現時点では、そのような、今155億円とか261億円というような

お話がありましたが、そのような額を想定しているということなんですが、長寿命化する

ための改修工事の費用については、国から補助金が出るというような制度になっているん

でしょうか。 

 学校施設については、これまで岩間中学校整備事業については、公立学校施設整備負担

金が、また、給食センターの整備には、学校施設環境改善交付金などが国から補助されて

いたことがありますが、長寿命化のための改修工事についてはどうでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 国の補助金がございまして、補助率は３分の１となってござ

います。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） 分かりました。補助金の制度はあるということで。 

 文科省が実施した調査によれば、2021年度末時点で建築後45年を経過し、老朽化対策が

必要な公立小・中学校施設の面積は、2016年度の前回調査から1.8倍増加したということ

で、老朽化の進捗が深刻な状況であるということです。そのため、国は学校施設の安全面

や機能面の改善を図るために、従来のように建築後40年程度で建て替えるのではなく、長

寿命化改修に重点を移すことを推奨しているということなんです。長寿命化改修によって

コストを抑えつつ建て替えと同等の教育環境の確保が可能であるとして、文科省は事例集

なども公表しています。国庫補助対象となる場合もあるということですので、ぜひどのよ

うな申請で補助対象となるのかなど詳しく調査していただいて、市の財政負担も軽減しな

がら速やかに改修工事が進められるよう努力していただきたいと思います。 

 補助金を国からどのようにして引っ張ってくるかということが自治体の運営にはとても

重要であると考えられまして、学校施設長寿命化に限らず、市でもいろいろな事業が国の

認定を受けて補助対象となったことでこれまでも事業化されたということがあると思いま

すが、申請書の書き方で大分補助対象となるかどうかが左右されることがあるということ

で、その重要性に注目して対応している自治体として、境町がありまして、境町では補助

金申請を担当する職員がいるということで、より詳しい知識を持って申請書の作成ができ

る、強いては補助対象事業認定獲得へとつなげる割合が高くなってきているということな

んです。 
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 笠間市においても、そのような職員の方がもしかして今既にいらっしゃるのかもしれな

いんですけれども、いるのであれば、ぜひ担当課をまたいでアドバイスをしてもらいたい

と思いますし、まだそのような職員の方がいないのであれば、今後の人材育成の中でぜひ

取り組んでいただきたいと思い、これは人材育成推進室の所管になるかもしれないんです

が、ここでお話しして提案させていただきたいと思います。 

 再度の確認になりますが、施設の長寿命化というと、大規模な改修や修繕などをしなく

てもいいように少しずつ小まめに直していって、施設が長期にわたって使えるようにメン

テナンスをしていくことなのかなという印象を受けがちなんですが、お話にもあったんで

すけれども、計画にあるような長寿命化というのはそういうことではなくて、建て替えに

近い骨組みしか残らないような工事を実施するという理解でよろしいでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 長寿命化の計画は80年長くトータル的にもたすということで、

20年ごとに開始をするんですが、20年目に大規模な改修をやって、40年目に長寿命化の改

修をやって、60年目にまた大規模な改修をやって、80年目に改築というような流れでござ

いますので、今議員がおっしゃったように、そういった部分的な改修と、あと、大きな改

修というような繰り返しの形になります。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） では、そういう、ちょこちょこやるということではなくて、20

年単位ごとにそれなりのといいますか、大規模ではなくても、改築までいかなくても、改

修や修繕を行っていくということで、長寿命化計画については分かりました。 

 小項目①を終わります。 

 小項目②計画の進捗状況について。 

 では、この策定した計画はどのように今後進められていくのか、伺います。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 計画はどのように進めていくのかというようなことでござい

ますが、今後、建物全体の劣化状況や児童生徒数の動向、あるいは予算の状況を踏まえま

して長寿命化を図る施設を選定し、計画的に改修を進めてまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） なるほど。その建物だけの状態ではなく、やはり生徒数の動向

であるとか、そのときの時勢というんですか、状況を鑑みながら進めていくということな

んですが、優先される施設をこれから決めていくということなんですけれども、優先順位

は実際にはどのように、今、その状況を踏まえながらというお話だったんですが、そのほ

かに例えば詳しく調査するようなことはあるんでしょうか。 
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○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 優先順位の決め方というようなことでございますが、築30年

以上経過している学校で、先ほど申し上げました、長寿命化計画の策定に当たって調査し

た学校施設の劣化状況評価により、健全度が低い学校ほど長寿命化の改修の優先度が高い

というものとしてございます。 

 したがいまして、これらの劣化状況、あるいは児童生徒数の動向、あるいは長寿命化の

費用対効果などを踏まえまして、優先順位というものを決めてまいりたいと考えてござい

ます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） 基となるのは30年を経過した建物が基準となって、そこからい

ろいろなことを鑑みながら判断していくということなんですが、では、長寿命化を実施し

ていくのはどのタイミングになるかというのは、現時点では何も決まっていないという状

況でよろしいでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 計画のタイミングについての御質問でございますが、計画の

実施につきましてはかなりの費用がかかりますので、毎年度の予算のタイミングで実施を

検討していきたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） なかなか予算立てをするところが難しいということになること

が大きな課題ということになると思うんですが、それを考えても、やはり先ほどお話しし

ました、その予算の確保をということで、国の補助の動向を注視していっていただきたい

わけなんですが、優先順位は決めてタイミングで実施していくことになるということだと

しても、例えばそれらが行われるまでの間に、何らかの理由で突発的な修繕が、どうして

も直さなければいけないというような修繕が必要になった場合は、どのような対応をする

でしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 突発的な修繕の対応ということでございますが、教育委員会

におきましては、日々学校からの連絡を受け、担当職員が現場を確認し、必要性を判断し

た上で、修繕等の対応を行っていることでございますので、今後もそのような対応をして

まいりたいと考えてございます。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） そうですよね。直さなければいけないところがあるのに、その

ままにしておくわけにはいかないので、対応はしていただけるということなんですが、各
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学校に修繕のための予算が配分されているということなんですけれども、この予算額はど

のように決められているのか、また、予算額はどのぐらいになるか、伺います。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 各学校の修繕費の予算についてでございますが、毎年学校と

の予算のヒアリングにおいて、各学校から配当予算の中で修繕費の必要額を聞き取りまし

て、予算を計上しているところでございます。また、大規模な修繕につきましては、学務

課で予算化をしておりまして、優先順位を決めた中で予算を計上しているところでござい

ます。 

 予算額につきましては、今年度、小学校費で279万5,000円、中学校費で224万8,000円と

なってございます。また、学務課予算としましては、当初、小学校費で1,055万6,000円、

中学校費では640万7,000円を計上しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） 分かりました。学校からの要望を学務課で集約し、学務課の中

で判断して配当しているということなんですが、例えば予算は確保しているけれども予算

内に収まらないような修繕が発生した場合は、補正予算で対応するということでよろしい

んでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 突発的なやつで、大きな、大規模な工事になりますと、かな

り修繕費もかさみますので、そういったものは補正予算で対応しているところでございま

す。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） ぜひとも支障がないように対応を速やかにしていっていただけ

るために、補正予算等で対応していただきたいと思うところなんですが、市の公共施設等

適正配置計画においては、学校教育系施設が小学校で10校、中学校が５校、義務教育学校

１校、閉校した学校が２校、給食センター施設の計21施設あり、延べ床面積は公共施設全

体の42.5％を占めているとあります。この個別施設の方向性としては、先ほどもお話にあ

りました、市内小・中学校等については長寿命化することで基本的に80年の目標使用年数

を目指すとしていますから、予算の面についても、先ほど申し上げました、国からどのよ

うな補助が出るのかなど、よく調査研究していただいて、緊急性の高い施設から改修工事

が実施され、児童生徒がより快適で安全な環境で学べるようになるよう進めていっていた

だきたいと思います。 

 小項目②を終わります。 

 小項目③学校の植栽や緑化などの環境整備について。 

 ここまでは学校施設の建物についてお話ししてきたんですが、小項目③では、学校にお
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ける植栽や緑化などの環境整備についてお聞きしたいと思います。 

 学校には花壇や植え込みのほかに樹木など、多くの学校に桜の木がありまして、管理が

必要となる植栽がありますが、その植栽管理はどのように行っているでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 学校の植栽管理についてでございますが、各学校では配当予

算の中で軽微な樹木の枝払いや消毒等を行っておりまして、除草作業については、教職員

のほかＰＴＡや地域の方々の御協力の下、行っていただいているのが現状でございます。

また、大きな木の伐採、あるいは急なのり面等、危険な箇所の除草作業については、学務

課の予算で対応しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） 基本的には、その予算内で学校が管理していると。学校で対応

が効かない所では、学務課が対応しているということなんですが、基本的には先生方の判

断で対応しているということになりますけれども、今お話にあった、学校の除草作業につ

いては令和元年第２回定例会で安見議員が質問しておりまして、そのときの御答弁では、

除草作業については学校管理者である校長の判断の下で先生方やＰＴＡが作業していると

のことだったので、今の御答弁にもありましたが、植栽管理についても学校ごとの校長の

判断である程度は管理されているということですね。 

 では、学校ごとに予算化しているということなんですが、どのように予算額は決定して

いるでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 各学校の植栽管理費についてでございますけれども、修繕費

同様、毎年各学校と予算のヒアリングにおいて学校から植栽管理費の必要額を聞き取りま

して、予算を計上しているところでございます。また、先ほども言いましたように、大き

な木の伐採等、あるいは急なのり面等の除草作業については、学務課で予算を計上してい

るというのが現状でございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） これも修繕費同様に学校からの要望額を学務課で集約して配分

しているということなんですが、では、各学校の予算額はどのくらいか、学務課の予算額

はどのくらいになるか、伺います。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 各学校の予算額についてでございますが、予算額としては、

今年度、小学校費で198万5,000円、中学校費で117万2,000円となってございます。また、

学務課予算として、当初、小学校費で159万3,000円、中学校費で184万円を計上している
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ところでございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） では、全体としてはどのぐらいの予算額になるでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 小学校費、中学校費、学務課予算は合わせまして659万円と

なってございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） 659万円ということなんですが、植栽管理費としては、令和２

年度の答弁において、学校配分の合計が325万8,000円で、学務課分が490万7,000円という

ことで、合わせて816万5,000円ということだったんですが、今の御答弁によると、今年度

は659万円ということなので、今年度は減額になっているんじゃないのかなということな

んですが、この予算額が減ったのは要求額が減ったのか、学務課分が減ったのか、どうい

う理由か、分かれば教えてください。 

○議長（石松俊雄君） 学務課長稲田和幸君。 

○学務課長（稲田和幸君） ただいま議員の御質問なんですけれども、基本的に小学校費、

中学校費ともに、配当予算につきましては、ほぼ金額の変わりはございません。 

 私どもの学務課予算のほうで必要に応じて計上しておりますので、その部分で今年度は

343万3,000円ということで、令和２年度に比較しまして約150万円ほど予算額が少ない計

上となってございます。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） 学務課分が減額されたということで理解しました。 

 学校を今回幾つか訪問させていただいて、現状について現場の先生方からお話を聞かせ

ていただいたんですが、やはり予算額は十分でないという御意見がありました。学校の敷

地と隣地の間のフェンスを越えて隣地へ伸びてしまった樹木の枝を剪定しようにも、学校

予算はもうないため学務課に問い合わせしたけれども、学務課でもやっぱり予算もないと

いうことだったので、先生ができる範囲の木を切って、それを細かくしてから環境センタ

ーへ小型トラックで数回に分けて持ち込んだというお話や、学校には桜の木がたくさん植

えられているわけなんですが、桜の木の消毒は各学校の予算で対応しているため、その費

用に大部分を使うことになってしまって、ほかの樹木の定期的な剪定ができないのが現状

であるということなんです。 

 定期的な剪定を行わないと、樹木はどんどん成長しますから、大きくなればなるほど、

また、その管理にコストがより大きくかかってしまうと。樹木が体育館の屋根にかかって

しまって、体育館が雨漏りしてしまったので、ここは早急に対応しなければいけないとい
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うことで、学務課に依頼して樹木を切るという対応した学校もあるということです。その

樹木の剪定にかかる費用だけではなくて、それ以外の費用までかかってしまうような場合

もあるということだと思うんです。 

 という状況なわけなんですが、現在の予算額で適切な植栽管理ができていると捉らえら

れているでしょうか、伺います。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 学校の植栽管理についてでございますけれども、学校の植栽

管理につきましては、学校が主体となって取り組んでいるところでございまして、それぞ

れの学校では、予算に基づき業者に委託する部分と、学校職員やＰＴＡ、地域の方々の手

によって整備しているという部分があるかと思います。 

 そういった中、樹木の管理や除草において常に管理が行き届いているかというと、大変

難しい状況もございます。学校の植栽については、今後もＰＴＡや地域の方々の協力をい

ただきながら、児童生徒の安全を第一義に考え、適切な管理に努めてまいりたいと、その

ように考えてございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） 現状としては、やはり予算は不十分であると言わざるを得ない

と思います。予算だけではなくて、学校には維持管理に関する専門的な知識を有している

人材がいないため、剪定方法や時期、健全度の判断など、適切か否かが分からないという

こともあると思います。そのような理由からも適切な予算措置をして、専門の業者に樹木

管理に関わってもらうことが必要であると考えます。 

 過去には、これは笠間市となる以前ですが、各小・中学校に樹木管理、緑地管理として

50万円前後の予算の計上がされていたということで、当時の学校環境整備としては、

100％満足度はなくとも、70％程度の管理がなされていたということで、各学校の樹木に

は思い出や歴史があって、卒業記念樹や旧学校から移植された記念樹とか、あとはその地

域の方が寄附してくださった樹木、ＰＴＡが植樹した樹木など、どれも子どもたちのため

にと残している樹木ばかりではないでしょうか。 

 それらをどのように管理して残していくのか、検討する時期ではないのかなと考えると

ころなんですが、いかがでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 教育部長堀江正勝君。 

○教育部長（堀江正勝君） 学校の植栽につきましては、今議員がおっしゃったように、

記念の木であったり、あるいはその地元の思いを持った木であったり、あとは、やはり学

校は学習教材として使っている部分もございます。そういった中で、植栽管理につきまし

ては、今後も学校が主体的に取り組むものと考えてございます。 

 学務課としましては、今後もＰＴＡや地域の方々に協力をいただきながら、児童生徒の
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安全を第一義に考えまして、適切な管理に努めてまいりたいと、そのように考えてござい

ます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） 適切な管理をするにはやはり予算措置が必要になると考えると

ころなんですが、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部が令和４年６月に出した小学

校・中学校施設整備指針には、第６章、屋外計画として第４の緑地の項目の中で、植栽の

持つ機能を積極的かつ効果的に学校施設に取り入れることが重要であるとし、維持管理の

方法を十分検討しつつ、樹木の成長の状況を十分予測し、長期的な展望の下に緑化計画を

策定することが重要であるとしています。 

 緑化による効果については、植物の揮発成分によるアロマセラピー作用など、園芸療法

と呼ばれる心の診療法があるほど、緑は心に良薬であるといわれています。子どもたちに

とっても過ごしやすい木陰となるだけでなく、癒やしの効果があると考えられます。 

 市では、市役所本庁舎においても、駐車場であったところに芝を植えるなどして緑化に

配慮した施設の改修を行ったところですし、学校施設においてもぜひ適切な予算措置をし

ていただき、子どもたちの学ぶ環境の美化のために十分な植栽維持や管理ができるように

していっていただきたいと思います。 

 という要望をしまして、以上で私の大項目１を終わります。 

 大項目２、笠間市の英語教育について。 

 市では、子どもたちの英語力向上のために様々な英語教育推進事業を行っており、平成

27年度からは英語指導助手、笠間市ではＡＥＴと呼んでいますが、を市内の小・中学校に

配置するなどしています。そこで、笠間市の英語教育の現状と今後の施策について伺いま

す。 

 小項目①ＡＢＣ笠間プロジェクト事業とは。プロジェクトの概要について、いつから開

始したのか、計画年数などについて伺います。 

○議長（石松俊雄君） 教育長小沼公道君。 

〔教育長 小沼公道君登壇〕 

○教育長（小沼公道君） ２番坂本議員の御質問にお答えします。 

 まず、ＡＢＣ笠間プロジェクト事業について御説明をしたいと思います。本事業は、平

成27年から継続している事業でございます。コンセプトの一つのＡＢＣの部分ですけれど

も、ＡＢＣのＡはアクティブ・アンド・アチーバブル、意欲的にそして達成可能なという

意味がございます。Ｂはブラッシュアップ・ブロードゥン、向上しながら視野を広げてと

いうことです。Ｃはコネクション・アンド・コミュニケーションということで、世界とつ

ながるコミュニケーションツールとしてということで表しております。 

 下の分の笠間の部分ですけれども、笠間の「か」は輝かしい未来に向かって、「さ」は
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様々な国へのつながるツールとして、そして「ま」は間違いを恐れずに話すことができる

を表しております。 

 本事業を通しまして、笠間市の児童生徒の積極的にコミュニケーションを図ろうとする

態度の育成、それから、間違いを恐れずに伝え合おうとする態度の育成、そして、異なる

文化に対する寛容な態度の育成、郷土の歴史や文化への理解を深め、外国の人へ発信でき

る力の育成、そして自立した学習者として生涯にわたり英語を学び続ける態度の育成を図

るために現在継続して実施している事業でございます。ですから終了年度というのは明確

にお答えすることはできませんけれども、ブラッシュアップをしながら継続して英語教育

の推進に努めてまいります。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） ＡＢＣにはそれぞれに意味があって、か・さ・まにもいろいろ

な目標が掲げられているプロジェクトということが分かったんですが、そして計画年数は

設定していないということで、それをブラッシュアップしながら今後も継続していくとい

うようなことだと思うんですが、では、そのプロジェクトの予算規模です。 

 複数年の予算規模ではもうないということだと思うので、単年の予算規模になるかとは

思うんですが、どのくらいになるでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 自席で結構ですので答弁ください。 

 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 自席で答弁をさせていただきます。 

 予算規模なんですけれども、本年度の事業につきましては、約9,100万円の状況でござ

います。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） １億円近いお金が、9,000万円超という予算規模で行われてい

ることが分かりました。 

 では、プロジェクトの概要については以上にします。小項目①を終わります。 

 小項目②ＡＥＴ活用のこれまでの経過と現状について。 

 現在のＡＥＴの配置人数など、プロジェクトを平成27年からスタートされたんですが、

人数の推移や採用形態はどのようであるか、伺います。 

○議長（石松俊雄君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） ＡＥＴの人数ということですけれども、当初、平成27年度にお

きましては、市内各小・中学校に直接雇用のＡＥＴが10名、そしてＪＥＴを使いまして、

外国語青年招致事業のＡＬＴが８名勤務しておりました。このＡＬＴにつきましては契約

満了と同時に終了しまして、ＡＥＴの人数として令和２年度は16名、そして令和３年度は

15名、令和４年度は14名となっております。 
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 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） 国のＪＥＴプログラムという青年招致のプログラムを活用して

スタートしたということなんですが、私はその立ち上げのときにＡＥＴコーディネーター

として関わらせていただいたんですけれども、当時は18人ものＡＥＴを配置している自治

体はほかにはなくて、とてもインパクトのある施策で、都内に住む子育て中の友人からは

とてもうらやましがられたというのを記憶しています。 

 ネイティブスピーカーが公立学校に常駐しているというのは先進的な取組であったわけ

ですが、現在のＡＥＴの人数は14人ということで、これは全て直接雇用のＡＥＴというこ

となんですが、小・中学校・義務教育学校にそれぞれ配置されている先生方、ＡＥＴの先

生方の業務内容はどのようなことでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 業務内容についてお答えをしたいと思います。 

 小学校の学級担任、それから中学校の英語科の担当教員と授業内容を共に考え、子ども

たちと一緒に実施をしているということでございます。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） 主に学校の中で英語の授業に出ていただいて、授業の担当教諭

のアシスタントをするということなんですが、小学校にＡＥＴを配置するということにつ

いてはとても新しい取組だったわけですが、ＡＥＴ配置事業の目的の一つとして、小学校

での英語の教科化に対応するためということがあって、教科化がスタートするよりも前に

ＡＥＴを配置して、初めて英語を教えることになる小学校の先生方と一緒に英語の活動を

ＡＥＴと一緒にしてもらいながら、日本人の先生方の英語教科化への準備を支援していこ

うという取組だったわけです。ですから、他市に比べて早くＡＥＴを小学校に導入したこ

とがとても功を奏しまして、ほかの市から笠間市内の小学校へ異動してきた先生方からは、

笠間市はきちんとしたＡＥＴが先生としていて一緒に授業ができるので、英語の授業を負

担に感じることがなくてとてもいいですという感想を聞いたことがあります。 

 ＡＥＴの活動状況については、各学校の担当の先生方が日頃の授業や休み時間の子ども

たちとの接し方などを確認して、随時指導やアドバイスをされてはいると思うんですが、

ＡＥＴの先生方の評価については、現場の先生方にアンケートなどを取って、評価確認と

いうんですか、先生方の評判はどのようなものかという確認はされているでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） お答えをします。 

 月に１回、ＡＥＴミーティングを行いながら、授業の検証とかそういうことも行ってお

りますし、それから英語の担当教諭、小学校の英語担当者、教科担任です、その方との協

議の中で、アンケートではないですけれども、協議の中で評価は実施しております。 
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○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） この先生方の評価というのがＡＥＴの先生たちにとってもやる

気のもとというか、モチベーションが、自分がきちんと活動したことに対して評価を適正

にしてもらっているというのが分かるのと分からないのでは、先生たちの活動にも影響が

出ると思うので、ぜひその辺はきちんとした評価をしてあげて、褒めるところは褒める、

駄目なところは直していくというような指導を徹底していっていただきたいと思うんです

が、教育委員会が主催する公開授業などでも私も授業を参観させていただいたことがあり

ますが、そのときやっぱりほかの市町村から参加されている先生から、笠間市のＡＥＴの

パフォーマンスはすばらしくて、いい先生たちが多くていいですねというお声がありまし

た。市では、ＡＥＴコーディネーターを配置して、ＡＥＴの授業を定期的に参観したり、

小・中それぞれにチーフＡＥＴを配置して、チーフを中心に、今お話にありました毎月Ａ

ＥＴミーティングを行うなどの活動体制が整っていることが、ＡＥＴの先生方の指導力向

上へつながっていると思います。 

 ＡＥＴの配置については、笠間市は早くから直接雇用での配置を開始していますが、小

学校での英語の教科化に伴って、ＡＥＴを導入する自治体が増えてきていまして、指導力

のあるＡＥＴの確保が課題となってきていると思うんですが、今後のＡＥＴの配置人数に

ついては、教育委員会としてはどのようなお考えでいるか、伺います。 

○議長（石松俊雄君）教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） お答えをします。 

 議員おっしゃるとおり、英語が教科化になって一番大変なのは、小学校の部分なんです。

小学校の部分というのは、国語、算数、理科、社会を含めて教科・領域を合わせると、１

人の先生が10の教科を教えなくちゃいけない。週27単位の時間を教えるということは、１

日６時間授業を持つわけですが、それら全て違う教科で教えなければいけない。一番小学

校の先生の負担感は、英語教育なんです。しかも、英語の授業の中で教科化になったこと

によって、評価をしなくちゃいけない。評価・評定を出すというのが、英語が苦手な先生

にとって、いわゆる英語がしゃべれないような先生にとって、この評価をすることが、子

どもの学習意欲につながっていくということで、大変重要な問題になっています。 

 その代わり、笠間市においては全ての小・中学校に、14名で重なる部分はありますけれ

ども、配置されているということで、先生方も特に小学校の先生方の負担感がすごく少な

いということ、それからもう一つは、直接雇用ということで、教育委員会の職員がＡＥＴ

を面接をして、しっかりそのＡＥＴが人材としてふさわしいかどうかの判断をしながら雇

用しているということが、私は本市として一番すばらしい、他市に負けないことだと思っ

ておりますので、今後もそういう活動を通しながら、せめて小学校の数の分だけのＡＥＴ

の確保というのは私は必要だと思うし、それから中学校だってネイティブな英語をしゃべ

るためには大変重要な部分であり、今年度、英語のコミュニケーションフォーラムで最高
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栄誉の県知事賞を笠間中学校がいただきました。それもこのＡＥＴの英語教育の成果だと

思っていますので、今後そういう形で進めていきたいと思っております。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） 小学校でのやっぱり負担感が多いところが、ＡＥＴの配置によ

って削減されているということで、ＡＥＴの配置人数がどのくらいが適正であるかという

判断はいろいろな考え方があると思いますが、今後の笠間市の英語教育の方向性や指導体

制に適したＡＥＴの配置にしていく必要はあると思います。 

 小項目②を終わります。 

 小項目③ＡＢＣプロジェクト事業の成果と評価について。 

 プロジェクトを開始して７年目になりますが、プロジェクトの成果としてはどのような

ことがあるか、伺います。 

○議長（石松俊雄君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 成果についてお答えをしたいと思います。 

 教育委員会としては四つの大きな成果を考えているんですが、まず、一つ目としては、

夏休みに実施している小学校１年生から４年生を対象にしたサマーイングリッシュフェス

ティバルについて御説明をしたいと思うんですが、児童の英語への興味や関心を高めるた

めにゲームや歌などの活動を行い、英語を用いて他者と積極的にコミュニケーションを図

ることを目的としております。毎年参加している児童もおり、英語を使う楽しさを感じて

もらえているのが成果でございます。 

 二つ目としては、小学５年生から中学校３年生を対象とした市夏季集中プログラムにつ

いてでございます。児童生徒の英語力向上のために市英語指導助手ＡＥＴが行う課題解決

型プログラムを実施することで、英語学習への興味、関心を高め、英語で発信することが

できる、そういう児童生徒を育成することを目的としております。令和２年、令和３年は

コロナ禍による中止でございましたが、今年度は内容や募集人数を精査した上で実施しま

した。参加した児童生徒は、活動に意欲的に取り組んでいた模様です。 

 三つ目として、中学校１年生から３年生を対象とした異文化体験事業でございます。昨

年は福島県のブリティッシュヒルズにおいて、今年はＴＯＫＹＯ ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＴ

ＥＷＡＹにおいて、英語による実践的な講座を受講しております。参加生徒からは、コミ

ュニケーション能力を伸ばすことができた感想がございました。 

 四つ目としましては、英語検定の公費助成でございますけれども、助成希望受験者数は、

令和元年度は640人、令和２年度は612人、令和３年度におきましては755人、そして本年

度は第２回実施までで既に406人であり、公費助成希望受験者数が増加している傾向にあ

ります。中学校３年生の英語検定３級以上の取得率につきましては、令和元年度は38.6％、

令和２年度が33.3％、これはコロナのため実施回数が２回だったためです。令和３年度に

おきましては40％と増加しており、英語への関心が高まっている現状がございます。ＡＥ
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Ｔが児童生徒の英検受験に向けた指導を行うことができておりまして、直接雇用のよさを

実感しているところでございます。 

 そのほか、本年度、英語科担当教員に対して、本年度と昨年度ですが、茨城大学の准教

授を英語教育アドバイザーとしてお迎えしまして、授業公開や研究協議等を通して授業改

善に向けた授業力向上を図る研修会を実施しているところでございます。 

 先ほど申し上げたとおり、これらの事業を通して、本年度、笠間中学校が英語プレゼン

テーションフォーラム県大会で最高栄誉の県知事賞を受賞する快挙を成し遂げたことは、

やはり英語教育の成果が出たものと考えております。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） 今四つの成果ということでいろいろなお話をいただきましたが、

やはり英検取得率の増加ですとか、お話にあった県知事賞を受賞されたということで、こ

の７年間、ＡＥＴを配置したり、英語推進事業に注力してきた成果が現れているという評

価をされているということで理解したんですが、この評価の検証や分析は教育委員会が行

うということで、例えば、英語科、市には市教育研究会がありまして、英語の担当の先生

方もいますけれども、そういう方たちとも、その情報共有とか、次につながるような評価、

成果についての評価だったり、分析、こういうところが例えば弱いので今後はこうしてい

こうみたいな、現場の先生たちを含めた、そのような協議などは行っているでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） お答えします。 

 議員おっしゃるとおり、学校というか、学校の組織の中には、英語の先生方の集まりの

いわゆる研究会がございますので、その中で教育委員会の英語担当教諭と指導主事と共に

評価・検証をしているところでございます。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） ぜひ小学校の先生を含めることも今後想定されるのかもしれな

いんですけれども、英語の専門の教員たちがいる中学校の市教研においては、ぜひそのよ

うな情報共有であったり、分析ということに関わっていただいて、ＡＥＴとの連携も中学

校でより密にしていくことが、ＡＥＴを配置していることの効果をより引き出す、さらに

最大限に活用できることにつながると思いますので、私が関わっていたときからそうなん

ですが、中学校の先生方とＡＥＴとがもうちょっと協議する場、連携する場が増えると、

小学校でのスピーキングだったり、リスニングは楽しい楽しいということで、ある程度の

ライティングを今は始めていますので、どうなっているか分からないんですけれども、リ

スニング、スピーキングについては楽しく学ぶが、中学校に入ったときにはどうしても入

試があるために入試のペーパーテストで対応するため、やはりライティングのほうに、文

法とかのほうに重きが置かれてしまって、せっかく６年生まででビルドアップしたスピー
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キングだったり、リスニングが減るとは言わないまでも、さらに向上する方向に今後つな

げていくためにも、やはり中学校の英語科の先生方とＡＥＴの連携が密になるといいので

はないかと思っています。 

 では、小項目③を終わります。 

 小項目④笠間市の英語教育の今後の展開について。 

 笠間市の今後の英語教育は、今お話にもあったんですけれども、基本的にはＡＢＣプロ

ジェクトを継続していくというお考えでよろしいでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） お答えします。 

 ブラッシュアップをして、継続して英語力を身につけるような児童生徒を育成してまい

ります。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） では、今後そのプロジェクトをブラッシュアップしていく中で、

現時点で例えば新たな取組として検討していることがあれば伺います。 

○議長（石松俊雄君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） お答えします。 

 小学校においては、ＡＥＴと学級担任が打合わせを大切にするなど、直接雇用のよさを

生かしたチームティーチングの向上を目指してまいりたいと思っています。 

 英語が小学校で教科化となり、先ほど答弁したように、評価評定が出されることによっ

て、小学校の英語嫌いをつくらない、それから楽しみながら英語を学ぶ指導をしていくこ

とが大切であります。そのために夏休み等を利用し、たくさんの英語と触れ合う活動をつ

くってまいりたいと思います。ネイティブな英語を話す楽しさを通じたうれしさを感じて

もらい、中学校への円滑な接続を行ってまいりたいと思います。 

 中学校におきましては、教科担当者が小学校での学びを理解した上で、授業参観等です、

生徒の英語による発話量、これを増やしていく指導を継続してまいりたいと思います。さ

らに、タブレットなどのＩＣＴ機器を活用し、英語によるプレゼンテーション能力などを

身につけさせていきたいと考えております。海外との考え方として、台湾の中学校と笠間

中学校が、今週の金曜日18日、第３言語の英語を使って授業交流を行う予定でございます。 

 以上です。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） 今お話にあった中では、小学生のときから英語嫌いをつくらな

いということはとても重要であると思うので、そこに注力しながら、小学校と中学校の連

携がうまくいくような取組は進めていただきたいと思うんですけれども、ＡＥＴの活用に

ついては、先ほど申し上げましたけれども、適切な配置であるかの検証が必要だと思いま

すし、ＧＩＧＡスクール構想によってタブレットが１人１台整備されましたから、タブレ
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ットを英語のリスニング、スピーキングの向上に活用することなどが検討されてもいいの

ではないかと考えます。 

 例えば、タブレットを使って、オンラインでネイティブスピーカーと一対一で15分間定

期的に会話することができるというような授業とか学習形態を取り入れてはどうでしょう

か。初めはテストケースとして一定数の生徒で導入してみて、その学習をした生徒たちの

リスニングやスピーキングがどの程度向上したかを検証してから、全体へ導入を検討する

ということであれば、予算措置も段階的に行えるのではないかと思います。 

 そのような取組についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） お答えをします。 

 一番、小・中学校の児童生徒にとって英語のやっぱり壁になっているのは、使える場面

が少ないということなんです。ほかの教科はすぐにでも買い物で算数を使ったりとかでき

ますけれども、英語は使う機会は目の前に外国人がいなければできないという状況なので、

もちろん議員がおっしゃるとおり、私はタブレットを使うのが今後のツールとしては最高

ツールと考えております。 

 そういうことで、先ほど申し上げたとおり、まず、交流のある台湾の台北市の中学校と

笠間中学校でつないでいただいて、その検証をしていきたいと思っています。今年度３月

までには北川根小学校が台湾の小学校とつなぐ予定でおりますので、そういう中で交流を

通してさらに進めてまいりたいと思っております。 

○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） ぜひともそのようなタブレットを活用した交流も進めていって

いただきたいと思うんですが、先ほど私がお話しした、15分間を定期的に、要は一対一で

やるので、逃げ場がないということなんです。今いるＡＥＴの先生とスピーキングの練習

をすることも重要なんですが、やはり大勢の人数に対して一対一でその機会を確保すると

いうことが難しいので、既に導入している自治体は全国にはあるようなので、ぜひ調査し

ていただき、検討を進めていただきたいと思います。 

 今お話にもありました、市では台湾とのつながりを観光やスポーツで深めていこうと取

り組んでいるところでして、ぜひ若い世代での国際教育交流ということにも取り組んでい

っていただきたいと思いますが、台湾に限らず、今のお話はオンラインで交流するという

ことが入り口としてとてもいいことだと思うんですけれども、台湾に限らず、海外へ児童

生徒との交流をするために、海外派遣事業等の実施などは検討されるでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） お答えをします。 

 海外派遣事業というのは大きな事業になっていくので、もちろん受入先の問題もござい

ますので、今後我々としては、それは検討して協議してまいりたいなと思っております。 
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○議長（石松俊雄君） 坂本奈央子君。 

○２番（坂本奈央子君） コロナ禍でオンラインミーティングやオンラインスタディが当

たり前となったことはあるんですけれども、そうは言っても、やはり実際に現地に行って

みること、触れること、現地の人たちと実際に交流するという体験は、何事にも代えがた

いと思います。私自身も高校時代に茨城県の派遣で２週間ほどアメリカへ研修に行かせて

いただいた経験がありますが、やっぱりその年代でしか感じられない貴重な体験をさせて

いただいたと思っています。ですから、笠間の子どもたちにもそのような体験をするチャ

ンスがあったらすばらしいと思いますので、やり方はいろいろあるかと思うんですが、ぜ

ひ実施に向けて検討していただきたい、子どもたちの学びをさらに支援していっていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（石松俊雄君） ２番坂本奈央子君の質問が終了しました。 

 ここで、昼食のため１時15分まで休憩といたします。 

午後零時１７分休憩 

                                         

午後１時１５分再開 

○議長（石松俊雄君） 休憩を取り戻し会議を開きます。 

 次に、16番西山 猛君の発言を許可いたします。 

〔16番 西山 猛君登壇〕 

○１６番（西山 猛君） 16番西山 猛でございます。質問に先立ちまして、答弁をいた

だける方にお願いをしたいと思います。初心に返って質問するつもりでございますので、

丁寧な答弁でお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、一問一答方式にて質問をさせていただきます。 

 大項目１、市内の幹線道路について。 

 小項目①合併当時の幹線道路整備計画についてお伺いいたします。 

 それではまずは、計画の件数です。よろしくお願いします。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 計画の件数という御質問でございますが、全部で12路線

を計画していたところでございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） ちょっと待ってください。もう一度お願いします。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 合併当時の幹線道路計画については、路線数でございま

すが、12路線を計画したところでございます。 

○議長（石松俊雄君） 暫時休憩いたします。 
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午後１時１７分休憩 

                                         

午後１時１７分再開 

○議長（石松俊雄君） 休憩を取り戻し会議を開きます。 

 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 12路線でよろしいですね。ということは、平成26年10月21日に

開催しました第５回の都市計画道路検討委員会においての数字からいくと、幹線道路は34

路線あるんですけれども、それは違うんですか。後から追加されたものですか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 今の34路線ということでございますが、事業計画という

より、34路線につきましては都市計画決定の路線数と認識してございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） それで分かりました。12路線のうち、内訳をお願いします。ど

のようになっているのか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 本市の幹線道路計画12路線の内訳でございますが、笠間

地区におきましては笠間小原線ほか３路線、友部地区におきましては南友部町平町線ほか

４路線、岩間地区におきましては岩間八郷線ほか２路線などが計画されてございました。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） ①を終わりにします。 

 ②に入ります。 

 それでは、その道路の進捗状況をお願いいたします。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 幹線道路の12路線の進捗状況との御質問でございますが、

主な幹線道路の進捗状況といたしまして、笠間地区では４路線のうち３路線、友部地区に

おきましては５路線全てが完了しているところでございます。岩間地区におきましては２

路線、計10路線が完了し、供用を開始しているところでございます。 

 現在、整備中の路線といたしましては、笠間地区稲田で行われている来栖本戸線につき

まして整備をしているところでございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 全部で合計12路線は、そのままでよろしいですね。終わってい

るもの、現在進行形でよろしいですね。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 岩間地区におきまして１路線整備計画にあった路線がご

ざいまして、その路線につきましては、計画のほうが廃止ということでなってございます。 
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○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 路線名をお願いします。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 都市計画道路の土師栄町線でございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） なぜ計画から外れたのですか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 当該路線につきましては、平成26年の都市計画道路再検

討におきまして、見直しの対象路線とされました。同委員会の提言におきましては、沿道

における住宅、団地開発の中止に伴う将来交通量の減少、また、他路線での代替えが可能

であること、また、常磐線との立体交差に多大なコストがかかるということから、候補と

しつつも、沿線地域一体での土地利用や東部市街地における生活道路の在り方などの検討

を含め、総合的に判断するものという提言がなされました。それを受けて、笠間市におき

ましては、検討を進めた結果、都市計画道路につきまして平成31年３月29日付で全線廃止

を決定したところでございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） ちなみに路線名は分かりました。イメージとして、なかなか言

葉で伝えるのは大変でしょうけれども、どこからどこの路線、イメージを地理的に分かっ

ている人は何となく分かると思うので、よろしくお願いします。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 地区名で言いますと、岩間地区の土師地内から下郷地内、

路線名で言いますと国道355号、旧道と言われるところから市道の１級12号線、その間を

つなぐ道路でございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 部長、申し訳ないですが、もうちょっと分かりやすく、課長の

ほうがあれかな。答弁。多分聞いている人、ピンと来ない。 

○議長（石松俊雄君） 建設課長赤上 信君。 

○建設課長（赤上 信君） 旧355号の南指原停車場線の交差点からＪＲの常磐線を越え

まして、県道の水戸岩間線です、そちらにぶつかるまでの間の都市計画決定した路線でご

ざいます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 私も岩間の町議会を経て現在がありますので、イメージとして

は、岩間にゴルフ場が一つあります。そのゴルフ場から帰り道、Ｔ字路にぶつかります。

ぶつかったものが真っすぐ、常磐線をどんなふうにか越える。それで、岩間中学校の裏手

の辺りを通って、岩間支所の北側、市民センターいわまの裏を通って、県道岩間水戸線の
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土師のセブン－イレブンのある355号の手前、特別養護老人ホームの施設があるあの辺に

出るというイメージでよろしいですか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） そのような理解で間違いございません。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） それでは、この道路を廃止した理由に、ほかに代替えに当たる

路線があるのでということですが、どこを指していますか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 県道の水戸岩間線が当該計画路線の下に走っているかと

思うんですが、そこが代替えになるということで廃止にしてございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） ごめんなさい、もう一回、どこのことを言っているんですか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 申し訳ございません。県道の水戸岩間線が代替えになる

ということで廃止をしたということでございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） もともとある道路が代替えになるという表現は正しいですか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 代替え道路というのは、交通需要とか、そういうのを都

市計画の中で検討いたしまして、その結果、水戸岩間線の道路のほうで代替えできると判

断したものでございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 加えて、常磐線をどんな形でか、下を通ってアンダーで入るの

か、跨線橋を通るのか、常磐線をということに多大な費用がかかる、こんなことは最初か

ら分かっているじゃないですか。それはどういうことですか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 当然、常磐線を越えるということは、立体交差で橋にす

るとか、アンダーでボックスカルバートみたいなのをつくりまして整備するということで、

構造物に多大な費用がかかるということでございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） もう一度質問します。常磐線を越えること、大変なことだと思

います。それは計画をこれからするんだというんであれば、費用がかかるから計画難しい

よねと話になると思うんです。でも、計画に乗せて、こんな路線だとまでつくっておいて、

今度、最終的に廃止する理由に、常磐線を越えるのにお金かかるからやめようよというの

は一つの理由になっちゃったんだというのは、どうも納得いきませんよね。 
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 どうですか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 繰り返しになりますが、やはり構造物につきましては、

コストが高くなるということでございます。また、当時のいろいろな見直しの中で、そう

いった効率的な整備というものも検討の一つにした点がございまして、そのような判断か

らやむを得ず廃止にしたということでございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 分かりやすく言いますよね。分かりやすくね。計画を立てるの

に、それなりのもちろん調査をしますよね。当然、常磐線があるかないか分かりますよね。

あるからどうするんだという計画になりますよね。当然、それはどのぐらいかかるんだと

いう試算もしますよね。その上で、計画はつくっているはずなんですよ。だからそれを理

由に、常磐線を越えるのには大変な費用もかかるんだということを理由に廃止というのは

不自然じゃないですか。整合性がないんじゃないですかということを私は言いたい。 

 何でこういう質問をするかというと、合併をして１市２町が手をつないで、一つの新し

い笠間市ができました。そのときに、私の持論ではありますが、成熟した町、市、それぞ

れが、自治体が合併をするわけだから、当然垣根なんか取れないですよ。そう思いつつも、

それは後世にそういうことを残さないで、垣根が取れて一つになるようにしていかなけれ

ばいけないというのが、我々の多分責任なんだと思うんです。その中で、バランス、廃止

になっちゃった、なくなっちゃったというのが、非常に市民感情からすると、置き去りに

されたような気分になるんです。そこを最も正しい理由、一番正しい理由は何かと言った

ときに、私はこの廃止した理由は、常磐線を越えるのがお金がかかるからって、そんなこ

とは最初から分かっていますよねとなるんじゃないですかということ言っている。 

 市民感情、どうですか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 当時の計画におきまして、要検討ということがなされた

わけでございますが、沿線一帯のやっぱり土地利用です、あと、生活道路の整備の在り方

を含めて総合的に検討するということでございまして……。 

○１６番（西山 猛君） だからいいんだよ、検討はいい。どうする。 

○議長（石松俊雄君） 暫時休憩いたします。 

午後１時３１分休憩 

                                         

午後１時３２分再開 

○議長（石松俊雄君） 休憩を取り戻し会議を開きます。 

 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 繰り返しになりますが、現在の置かれた状況、社会的変
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化やそういった土地利用の状況なんかも含めまして、廃止にしたということでございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） そうしたらば、少なくとも常磐線を越えるために必要な費用が

多額だから、やっぱりやめましたという、その部分は消すべきじゃないですか。例えば人

口減が進む、地域の事情が変わる、例えば355の今本線になりました、もうバイパスはあ

りません、そうなりました、本線になりました、そうすると、こんな事情が変わったよと

か、何かそういう説明が大事なんじゃないかと思うんです。もっと言ったらば、これはな

くなったけれども、こんな計画が新たにできたんだと。それは10分の１、20分の１の計画

でもいいと思うんです。一というやつがなくなった、一つの計画がなくなったというのを

市民感情の目線からいったらば、どうなんですかということ。 

 冒頭、私言いましたけれども、初心に返って、議員活動、初心に返って言いますと、そ

ういうことじゃないですかと私は思うんです。そこには、悲しいかな、合併をしてでき上

がった新しい笠間市、その中で一つ削られた、なくなったというイメージしかないんです。

いかがですか。 

 事情が変わるのは、当たり前。当然、当たり前です。ただ、今の段階で、常磐線を越え

るのにお金がかかるからというのは、もう当時分かっていたことだから、それはないよね。

それでなおかつ代替えは、おっしゃるように、もともとある道路が、それは代替えになる

よね。それは受皿としての話、代替えになるよね。だったらこれ、何とかいいんじゃない

のというのは、多分内部の議論だと思うんです。実際、私が思うのは、市民に対してもし

説明をしろよと言われたときには、もっと明確な、こんなふうな建設的な状況になったの

で、これを廃止したいんだということにしていただきたい。いかがですか。 

○議長（石松俊雄君） 暫時休憩いたします。 

午後１時３３分休憩 

                                         

午後１時３４分再開 

○議長（石松俊雄君） 休憩を取り戻し会議を開きます。 

 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 先ほどの説明に加えて、廃止するに当たりましては、笠

間市により、岩間地区、北東部の地権者を対象にしまして、地域まちづくりを検討するた

めのアンケートやワークショップを開催しまして、周辺の土地利用や道路整備に対する意

見を伺い、地区計画による幹線区画道路などを位置づけた岩間駅北東部地区計画というも

のを新たにつくりまして、廃止をしたということを説明として加えさせていただきます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 部長は県からの方なので、やはり地域の成り立ちというか、流

れというか、あるいは今、市長にいただこうと思ったんですけれども、合併当時の政治的
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ないろいろな動きがあったんです。動向があったんです。そういうことを考えたときに、

どうなのかということを質問したかったんです。もし、部長はこれ以上は多分答弁できな

いと思うので、市長に一言だけ、この件、土師栄町線の廃止についての答弁、一言だけい

ただきたい。一言でいい。 

○議長（石松俊雄君） 市長山口伸樹君。 

○市長（山口伸樹君） 合併支援道路12の路線のうち、１路線が実現されていなく、途中

で手続を踏んだ上での見直しをさせてもらいました。地域の方にとってはいろいろ十分説

明は当時したと思いますが、何で廃止なんだろうというような気持ちは当然あったと思い

ます。いろいろな検討の結果、廃止に至ったということであります。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 分かりました。市長から一言いただいたので、十分地域の関係

者、あるいはそれなりの研究・調査の結果ということで、これからの笠間市の発展にどう

なのかということを含めて廃止ということで理解します。ありがとうございました。 

 それでは、②を終わりまして、小項目③。 

 今後の計画、計画というか、実効性というか、その前段の答弁を見た限りでは、どんな

ふうになっていくの、今後。現在進行している道路について。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 先ほど申し上げた12路線の計画、11路線計画です、その

うち10路線は終わっていると説明したかと思うんですが、現在、笠間の稲田地内で来栖本

戸線が鋭意整備中でございます。そちらに関しましても、早期供用を目指し、進めてまい

りたいと考えてございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） だから説明の中で、10路線が終わっているんでしょ。あと、２

路線のことについてだけ、答弁もらえばいいんでしょ。だから説明したからという言い方

はやめてください、部長。12路線のうち、10は終わっているんだ。あと、２路線について

は、例えば何％、80％終わっていますと。あと、順次、進めて、おおよそこんな感じです

ということを聞きたいんですけれども、それでいいですね。いいですか。いいです、続け

ます。 

 それでは、道路の件なんですけれども、これは合併当時の幹線道路について小項目で質

問しましたけれども、市内の幹線道路についてということで、市内幹線道路を広く見せて

いただいたときに、上町大沢線の計画、これは現在どのようになっていますか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 都市計画道路の上町大沢線についてでございますが、本

路線につきましては、昭和63年に北関東道路や国道355号などの広域幹線道路と友部市街

地をつなぐアクセス道路としまして、国道355号の友部インターチェンジ入り口から県道
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平友部停車場線交差部までの区間、延長3,320メートル、幅が16メートルでございまして、

茨城県により都市計画決定されております。 

 その進捗状況についてでございますが、平成17年に友部インターチェンジから宍戸小学

校まで、こちらは県が整備したんですが、平成17年度に約850メートルが供用しておりま

す。 

 続きまして、平成25年に宍戸小学校交差点から常磐線の大沢跨線橋までの延長920メー

トルが供用しているところでございます。本年になりまして、大沢跨線橋から清浦歯科の

南側の信号がついている交差点までの延長約230メートル、合計2,000メートルにつきまし

て整備済みとなっている状況でございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） これは、路線の形状が変わったというよりも、県の事業でいい

んですか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 事業につきましては、県と市が役割分担を行いまして整

備をしてきているところでございます。具体的に申し上げますと、友部インターチェンジ

から宍戸小学校まで、こちらが県のバイパス事業として実施しております。その間の宍戸

小学校から大沢跨線橋まで、そこについては笠間市が、本市が合併支援等事業として整備

をしております。また、大沢跨線橋から清浦歯科南側の交差点まで、こちらも県が整備し

たところでございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 県、市、県、この市の部分は、もしかして特例債か何かという

ことですか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 合併支援事業として特例債を活用して実施したものでご

ざいます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） そもそもの昭和63年４月７日、旧友部町、村上町長時代の計画

がありました。上町大沢線、16メートル幅員の3,320メートル、3.3キロ余の計画なんです

けれども、これ、形状変わっちゃいましたよね。 

 それについて説明してもらっていいですか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 形状が変わってしまうかとの御質問でございますが、都

市計画道路としては形状は変わってございません。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） では、その都市計画道路はいつ、どのような計画で進むんです
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か。今後です、今後。 

○議長（石松俊雄君） 暫時休憩いたします。 

午後１時４３分休憩 

                                         

午後１時４４分再開 

○議長（石松俊雄君） 休憩を取り戻し会議を開きます。 

 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 失礼いたしました。上町大沢線の未整備区間はどうする

かということについての御質問でございますが、こちらも平成26年の笠間市都市計画道路

再検討委員会による提言を踏まえまして、近接する試験場跡地の土地利用の方向性が明ら

かになった時点で、当該区間の交通需要を見極めつつ関係機関と協議を行い、判断してい

くということとなってございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） そうすると計画はあるけれども、具体的にはなっていないとい

うことでいいですか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） そのような理解でございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） それでは、今後の環境、状況というのは、今後というのはどの

ぐらい今後なんですか。今後というのは。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 今後ということでございますが、こちらも答弁の中に、

畜産試験場跡地の土地利用の方向性が明らかになった時点ということになってございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） その時点でどうなるかというのは、また次の問題になるわけで

すね。そういう考えですよね。必要ないじゃない、あるいは必要だよねと、こうなるんで

すが、なぜこの質問したかというと、既に執行部と打ち合わせ、すり合わせをしておりま

すが、交差点、この前回でしたっけ、全員協議会で説明ありましたね。いつでしたっけ。 

 それはそれとして、２か所の交差点、まず、１か所は上町大沢線の今整備をされたとい

う表現をしたみたいですけれども、ごめんなさい、あそこから向こうは県道でまた別とい

うことなんですか。あえてこころの医療センターのほうに向かっているあの交差点を言う

んですけれども、あの交差点、あの交差点は非常に混む、渋滞するよと。多分左折ですか。

友部インターのほうから来ますと、左折が混むのかな。どちらが混むの。いずれにしても

混む。その渋滞解消をどうするの。 

 もう一つは、本来、上町大沢線がぐるっと環状線として回るところの友部駅から常陽銀
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行の信号を左折をした、その交差点、現在はコンビニエンスストアがあって、すぐ右折す

れば県立中央病院になりますけれども、あの交差点、２か所の渋滞解消ということを言っ

ていますが、間違いないですよね。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 渋滞解消、確認させていただけますか。 

○議長（石松俊雄君） どうぞ御発言ください。 

○都市建設部長（関根主税君） 交差点、今おっしゃったこころの医療センター前の交差

点と、あと、今Ｔ字路になっております、そこの渋滞ということでよろしいですか。げん

きラーメンがあるところの３か所、そこの件ではございませんか。 

○１６番（西山 猛君） ごめんなさい。私の勘違い。じゃあ、そこだ。そっちね。ラー

メン店がある交差点と回って、それから上町大沢線に戻って、右に行って、右に曲がると

県立中央病院という交差点の２か所の解消と、それでいいんですね。渋滞解消ね。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 渋滞解消という御質問でございますが、現在この辺につ

きましては、都市計画道路と併せて見直しにつきましては協議を行っていくということで

ございまして、計画自体もまだ何も決まっていない状況でございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） あれ以前に、議会の中で説明ありましたよね、その部分につい

ては。その説明はどういう説明なんですか。渋滞しているよというだけの報告ですか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 議員御質問の渋滞の説明でございますが、そちらにつき

ましては、茨城県立中央病院の付近の渋滞に併せて、その交差点付近も混んでいるという

御説明で触れさせていただいたものでございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 分かりました。そこの渋滞はなぜ起きるかというと、単純に、

もしこの宿大沢線が開通していたとすれば、渋滞はないと思うんです。 

 その手前のラーメン店のところの交差点は回避できるので、その手前の交差点も回避で

きると思うんですが、いかがでしょうか。そうすると、県立中央病院の通りの交差点だけ

のことになるのかなと思うんですが、違いますか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 議員おっしゃるように、いろいろ当時の状況、最適な方

法を見まして県道の整備をしているわけなんでございますが、そういったものを含めまし

て、協議のほうは県の方と進めてまいりたいと考えております。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） だから私が言いたいのは、宿大沢線の計画は、そのときの事情、
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環境で変わるよと言っているんだけれども、もう変わっているんです。変わっているから、

そこを解消するのにはそういう道路は必要だよね。じゃあ、もともとある計画なんだから、

それを進めてくれたらいいじゃないですか、加速させてくれたらいいんじゃないですかと

いうのが市民感情、いかがですか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 繰り返しの答弁になりますが、先ほど申しましたように、

畜産試験場の土地利用の方向性や中央公園が開発されているとか、その辺の変わってきて

いる状況でございます。今後も交通需要を見極めつつ、県などの関係機関と協議を行って

適切に判断してまいりたいと考えています。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 部長、最後にその点一言言わせてもらいますが、もう一回説明

しますと、友部インターからずっといい道路ができました。常磐線を越えました。こころ

の医療センターの手前の交差点と言ったほうがいいかな、その交差点、それをさらに左に

曲がってラーメン店がある交差点、この辺の渋滞が結構あるようというのは、上町大沢線

を整備したならば変わるじゃないですか。 

 変わるならやってみてください、あるいは計画を進めてくださいというのは私のお願い、

市民に代わってお願いなんです。いかがでしょうか。 

○議長（石松俊雄君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 繰り返しの答弁で恐縮でございますが、当該区間の今後

の交通需要見極めつつ、関係機関と協議、検討を行い、判断していきたいと考えておりま

す。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 小項目③終わります。 

 大項目１を終わります。 

 続きまして、大項目２、地場産業について。 

 小項目①市内地場産業の内訳についてお伺いいたします。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） 16番西山議員の御質問にお答えいたします。 

 市内地場産業の内訳について伺うという御質問でございますが、地場産業という言葉は、

一般的には、ある特定の業種の地元資本の中小企業が特定地域に集積しつつ産地を形成し、

その地方の労働力や技術、原材料等の経営資源を活用して、生産、販売活動を行っている

産業と定義されております。こうした定義などを踏まえますと、本市における地場産業と

しては、国の伝統工芸品であります笠間焼、日本一の採掘規模といわれる稲田御影石は本

市を代表する地場産業でもあることから、窯業並びに石材業を地場産業と認識しておりま

す。 
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 令和２年６月１日現在、県の工業統計調査結果報告書の産業中分類別工業の状況、従業

員４人以上の事業所におきましては、笠間焼と稲田御影石が分類される窯業、土石製品製

造業は、事業所数30、従業者数524名、製造品出荷額101億7,484万円となっておりまして、

これらの数字は、笠間市製造業において、事業所の約20％、従業者数の約８％、製造品出

荷額の約６％となっております。しかしながら、窯業と石材業におきましては、従業員３

人以下の事業所が多く占めることから、産業実態として申し上げました数字を大きく押し

上げることが推察されます。 

 また、地場産業を地域産業と広く捉えるのであれば、窯業、石材業のほか、笠間稲荷神

社を代表とした観光業、稲作や畜産、野菜、果樹、花卉など、日本一の国の産地である農

業についても地場産業ということができると考えております。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） そのとおりですね。技術力、労働力、原材料、これらの資源で

すよね。経営資源という言い方をするみたいですけれども、経営資源が地元にあって、特

定の産物ができる。それが結果として市の発展につながるというものを、地場産業という

のかな。だとすれば、笠間は今、部長も答弁しましたけれども、いろいろなものが関わり

ます。いろいろなものありますから、技術力もあるし、労働力をもちろんありますし、あ

ると思うんですが、地場産業の内訳は分かりました。農業もしかりだと思いますので、①

を終わりにいたします。 

 小項目②それでは、観光資源、これを伺います。主なものでよろしいです。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） 観光資源を伺うとの御質問でございますが、観光資源と

いたしましては、吾国山や男体山、愛宕山、国見山、仏頂山などに囲まれた緑豊かな自然

環境と、市内各所に点在する歴史的建造物がございます。歴史的建造物では、日本三大稲

荷であります笠間稲荷神社をはじめ、愛宕神社や飯綱神社、西念寺、楞厳寺、岩谷寺、大

日堂、常陸国出雲大社、六所神社、羽梨山神社、稲田神社など神社仏閣のほか、笠間城跡

や滝入不動尊などがございます。 

 そのほか、笠間日動美術館、春風萬里荘、笠間芸術の森公園、茨城県陶芸美術館、笠間

工芸の丘、笠間陶芸大学といった芸術のまちであることや、また、先ほど答弁させていた

だきました、笠間市の地場産業である笠間焼や稲田御影石、笠間の栗、地酒、いなりずし、

常陸秋そば、日本遺産に認定された「かさましこ」なども観光資源になると考えておりま

す。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） おっしゃるとおりです。自然豊かな笠間市、市内には大変な観

光資源があると思っております。部長の答弁のとおり、笠間焼等の技術的なものを含める

と、かなり裾野が広がるのかなと思っております。それでは、これが観光資源ということ
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で、②を終わります。 

 小項目③に入ります。 

 その観光についての変化、変動、特にコロナ禍の事情で変わったと思うんです。これ直

撃ですから、その点、変化、変動をお願いします。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） 観光についての変化を伺うとのことでございますが、

2020年の新型コロナウイルス感染症発生から現在まで、観光業は非常に厳しい状況に置か

れております。コロナ以前に比べますと、市への来訪者は大幅に減少しておりまして、笠

間観光周遊バスの利用実績におきましても、コロナ以前の乗車人数が約２万5,000人であ

りましたが、令和３年度の乗車人数は１万7,000人と、およそ３割減少となっております。

また、旅行形態も変化が見られておりまして、長距離の移動を避けた近距離や団体から個

人への小規模旅行が増加し、移動手段におきましても公共交通機関から自家用車を利用す

る人が増えております。価値観やライフスタイルの変化によりキャンプなどのアウトドア

中が高まる中、キャンピングカーなどで車中泊を楽しむといった方向に変動しており、北

山公園オートキャンプ場の稼働率が好調となっているなど、旅行目的も多様化しておると

考えております。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） まさに、コロナ禍のそれぞれの皆さんの努力、あるいはその生

活形態の変化による受皿を笠間市が担っていると理解しております。 

 変動ということですけれども、神社の参拝数はどんなふうに変わりましたか。先ほども

２回笠間稲荷ということで出ていますが、あるいは同じ笠間市でも常陸国出雲大社が出て

いますが、変動はどうですか。 

○議長（石松俊雄君） 暫時休憩いたします。 

午後１時５７分休憩 

                                         

午後１時５８分再開 

○議長（石松俊雄君） 休憩を取り戻し会議を開きます。 

 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） 失礼しました。神社の参拝客というか、お正月の１月１

日から３日の数字で申し上げますと、令和４年度が19万人となっておりまして、それ以前

は、令和３年度が24万人、令和２年度は16万人、その前の平成31年度は83万人、平成30年

度が82万人と大幅に減少しているところでございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 通常、データがあると思うんですけれども、私は笠間が県内で

ナンバーワンだと思っているんです。県内でデータを取るときに、１月で取るんですか、
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３が日で取るんですか、それとも通年で取るんですか。データというのは。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） 年間で取るとは思いますが、現在持っている数字といた

しましては、お正月の三が日の稲荷神社につきましては数字がございましたので、それで

答弁させていただきました。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） データを探しましたら、笠間はやっぱりナンバーワンなんです。

80万人、多分年間のことを言う……。現在の、直近のデータだと思うんですけれども、80

万人、そして鹿島神宮が70万人、２番目です。３番目が常磐神社31万人、次は筑波山が４

位で23万人、村松山、水戸八幡宮、それから大洗神社、これが５番、同数で約20万人とい

うことで、７番目に常陸国出雲大社が10万人ということで入るんです。 

 笠間はすごいなと思うんですけれども、それだけの人が魅力を持って来ていただける観

光立国というか、国というか、観光自治体、立国、観光で出来上がっている、何割もの部

分が観光だなと思っているんですが、ただ、観光は結構、こういうコロナのような状況、

これは大きな問題ですけれども、いろいろな状況で変わってしまうので、水ものであるな

というのは常に思っているところなんです。 

 その点を考えますと、その80万人、ナンバーワンなんだけれども、80万人という数の根

拠はどうやって取っていると思いますか。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） こちらの笠間稲荷の数字につきましては、笠間稲荷神社

のほうから提示された数字だと認識しております。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） そのとおりなんです、自己申告なんです。自己申告をデータと

して、もちろん自己申告の根拠は、例えば警察発表の１平米当たり何人いる掛ける平米数

とかという出し方をするらしいんですが、これ、自己申告なんです。 

 だから、私が何が言いたいか。あぐらをかかないで、やはり切磋琢磨して地域を盛り上

げようということであれば、いつまでも一つのものにかじりつかないで、それを核として

もっと広げた裾野の広い観光に切り替えていくべきかなと思っています。もちろん、道の

駅なんかは当然成功事例なんでしょうから、私はいいことだと思っております。 

 ただ、これから質問に入りますけれども、そういうものも含めて、観光という一くくり

にすると、大変なお仕事だと思っておりますので、次の質問をしたいと思います。小項目

③を終わります。 

 小項目④、それでは、総合的に観光に費やした予算、観光地だよということでつくり上

げて、受皿として市が費やした予算はどのぐらいありますか。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 
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○産業経済部長（古谷茂則君） 総合的に観光に費やした予算についてでございますが、

観光課所管分の予算で申し上げましと、令和２年度は、菊まつり事業や外国人旅行者受入

事業、それから観光協会強化促進事業、国際化戦略事業、菊栽培所管事業など約１億

6,600万円、つつじ公園や愛宕山、北山公園など、観光施設の指定管理料が約１億2,000万

円で、総額２億9,360万円を支出しております。 

 令和３年度につきましては、令和２年度と事業内容につきましては同じになりますが、

約１億6,850万円、観光施設の指定管理料につきましては約１億3,500万円で、令和３年度

の総額は約３億350万円となっております。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） コロナ禍以前はどうですか。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） 平成30年度につきましては約２億4,625万8,000円、平成

29年度につきましては２億4,047万4,000円となっております。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） コロナ禍において、予算が増えたということは、分かりやすく

言ったらどこですか。どの辺を指しますか。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） コロナ禍に増えている予算につきましては、コロナ交付

金事業を活用した事業などを行っておりますので、宿泊体験とかツアーの造成をしたりと

か、そういったところに予算のほうを執行しております。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） コロナ対策によって国が推奨する事業、それに国の予算を使い

なさいよということでいいですよね。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） コロナ禍の予算交付金ということで来たものを使ってお

ります。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 誤解を生みますので、平素の動きが２億4,000万円程度だった

ものが約３億円になった、約6,000万円から増えた。コロナ禍でどんな状況かというと、

お店の売上げも何もみんな下がっている、あるいはやめちゃったところもある。にもかか

わらず、予算いっぱいだね、いっぱい使ったんだね、こうなっちゃうから、そこは部長、

明確に国の応援、支援があって、対策の中でそれを活用したものがこれなんだということ

ですね。 

 特に私が思うのは、道の駅は成功、今のコロナ禍で成功だと思うんです。いかがですか。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 
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○産業経済部長（古谷茂則君） 道の駅につきましては、当初の予想した数字より来客数

も多く訪れておりまして、予想、目標以上のにぎわいを見せているところでございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 成功事例ですよね。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） 目標以上に訪れておりますので、私の意見としては成功

事例と考えております。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） それは今お話ありました、予算の３億円の中に入っているんで

すか。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） 先ほどの答弁の数字の中には入ってございません。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） じゃあ、そこを切り取ってみましょう。幾らかかったんですか。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） 質問してよろしいですか。 

○議長（石松俊雄君） はい、どうぞ。 

○産業経済部長（古谷茂則君） 道の駅の整備にかかった事業費ということでよろしいで

すか。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 道の駅ができるまで、まっさら。田んぼがあって、道路があっ

て、田んぼがあって、それを計画があって、それから土地買収があって、設計があって、

建築があって、整備をやってどうだと。道路も含めてありますね。そういうものを含めて

幾らかかったんですか。道の駅が生まれて今育っていますけれども。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） 道の駅は、整備費として造成、それからただいま議員が

おっしゃったとおり、駐車場の舗装とかサイン標識、植栽工事、外周道路工事、建築工事、

備品の購入費、委託用地買収補償などを含めまして、約29億5,000万円でございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 分かりやすく言いましょう。約30億円ということです。30億円

の予算内訳お願いします。予算原資の内訳です。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） 予算の内訳としましては、国費が約５億5,000万円、起

債で21億5,000万円、市財が２億5,000万円となっております。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 
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○１６番（西山 猛君） 国と、あと、ほとんど借金ということでいいんですね。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） ただいま申し上げましたとおりでございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 当然、起爆剤になり得ることを計画したわけですから、まして

成功事例ということで、部長の言葉もいただいております。 

 ただ、どうでしょうかね。予算の内訳を聞くと、やっぱり借金をしなくちゃならない。

国の補助、あれは国交省の補助になりますか。国交省ですね、道の駅ですから。国交省の

補助金をもらってということですが、これ、なかなか民間では考えられないものだと思う

んです。これからの伸び代、それだけの大枚をはたいてつくった、そして、後世に借金も

残す。 

 残すけれども、すばらしい観光受皿としてすばらしいもの残す、その伸び代、どうです

か。これからの展開として。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） おかげさまで、１年を経過しましても今のところ、平日

にも道の駅前面のＡＢ駐車場は満車状態ということになっております。今後も様々なイベ

ント等を展開しながら、にぎわいを見せていくような形を取っていきたいと考えておりま

す。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） それをしなくちゃいけない、いけないんですけれども、こんな

ふうな、これから今後のこんなスキームがあるんですよ、こんなふうな発展の要素を含め

ているんですよというのはありませんか。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） 現在、道の駅の裏の芝生広場とかを使ったキャンプの体

験とか、そういったものを開催すると、今月の下旬に計画しております。そういったもの

と一緒に、例えばここを活用して、もっと市内に循環できるような企画を立てていければ

と考えているところでございます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 部長、忘れていますか。スマートインター造るんじゃないです

か。そうすると、こういうふうに変わっていくんですよと、そういう本当はそうやって何

でも計画しているんだけれども、実際はここしか見ていない。私が多分そっち側にいたら、

答弁者側にいたらば、将来構想として、もう皆さん御存じのように、笠間のサービスパー

キングエリアからスマートインターを回してこうするんですよ。 

 そうすると、市内の先ほど言った、笠間稲荷神社の関係の商業者の皆さんらもみんな潤

えるようにいろいろ考えているんですよというのが、私は今後の投げたつもりだったんで
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すけれども、いかがですか。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） スマートインター、これが実現できれば、ただいまある

渋滞等も解消しまして、もっと市内のほうへお客さんのほうも観光客も誘客できる、さら

に、道の駅もにぎわいがするんじゃないかと考えております。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 私の地元の岩間町というのは、昭和29年かな、合併をしました。

旧南川根村と旧岩間町が。50年たったときにいろいろ見渡したときに、なかなか思ったよ

うにはいかなかったという反省もあるんです。そうすると、今後も、これ平成の大合併の

中に例外なく笠間市が誕生したわけですから、そういうものも含めてどんどん伸び代にし

ていく、少なくとも答弁をいただきたいと思っております。では、④を終わりにします。 

 小項目⑤をお願いします。 

 農業に対する支援について。笠間市の農業に対する支援、現在ある支援、あったとかと

いう話じゃなくて、現在ある支援、あるいは現在も使っている支援に絞りましょう。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） 農業に対する支援についてでございますが、農業者の支

援に当たりましては、国や県または市単独補助の活用等について、関係機関など連携しな

がら農業者に対し、指導やサポートを行っております。支援事業内容といたしましては、

農業者が生産向上や経営安定を図るために……。 

○１６番（西山 猛君） 何があるかだけ教えてください。どんなのがあるかだけ。 

○議長（石松俊雄君） 簡潔に答弁お願いします。 

○産業経済部長（古谷茂則君） 分かりました。 

 果樹に対する苗木の購入とか経営規模拡大、６次産業化、販路拡大、消費拡大、農業経

営改善利子補給、技術の習得、環境保全型農業、鳥獣被害対策、認定の新規就農者や認定

農業者などの担い手の育成、それから農業支える生産基盤につきまして、土地改良整備、

水利施設や農道の整備、維持管理補修、そういったものがございます。 

 さらに、農業資材の高騰対策におきましては、新型コロナウイルス感染症対策地方創生

臨時交付金、これを使いまして、農業資材価格高騰対策事業を今年８月に制度化いたしま

して、肥料、燃料、飼料の高騰の影響を受けている認定農業者、それから認定新規就農者

に補助を交付して支援しているところでございます。また、今回の議会定例会で上程をし

ております、電気料高騰対策といたしまして予算を計上しておりまして、土地改良区及び

水利組合の農業用水利施設に係る電気料高騰分に対しても支援をしているところでござい

ます。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） それでは、支援について、この農家は必要であろうというとこ
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ろに支援ができている支援の実行率は何％ぐらいできていますか。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） 要望があったところは100％となっているところでござ

います。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 時間がないので締めたいと思いますが、前に課長ともお話しし

ました。いろいろ議論させていただきました。メニューはいっぱいあるんです。メニュー

は、いっぱいぶら下がっている。でも、それをいただける、支援をいただけるに値するか

どうか、農業する担い手が値をするかどうか。新たに農業をする人たち、あるいは後継者

問題に悩む人たち、その人たちが値するかと言ったときに、なかなか値しないのが現状な

んです。 

 農業もかゆいところに手が届く支援、ささいなことでもいい、そういうことを笠間独自

にお願いできないかなと思うんですが、いかがですか。 

○議長（石松俊雄君） 産業経済部長古谷茂則君。 

○産業経済部長（古谷茂則君） 国・県の補助事業の目的及び内容に、農家の要望が適合

しないで事業対象とならないということは、これはあります。農家の要望は、機械等の導

入が主でございます。断念する状況となっている方もおりますが、笠間市につきましては、

国及び県・市で行って支援事業を活用いたしまして、農家の支援を行ってまいりたいと考

えております。 

○議長（石松俊雄君） 西山 猛君。 

○１６番（西山 猛君） 最後です。農家で大変困っている方がいっぱいいます。続けら

れない、耕作放棄地増えていきます。どうか笠間市が独自のオリジナリティーをもって、

農業者に対する目線を向けてください。よろしくお願いします。 

 終わります。 

○議長（石松俊雄君） 16番西山 猛君の質問が終わりました。 

                                         

 散会の宣告 

 

○議長（石松俊雄君） 以上で本日の日程は全て終了です。 

 次の本会議は、明日17日木曜日午前10時から開会をいたします。 

 これにて散会といたします。 

 大変お疲れさまでした。 

午後２時２８分散会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する 

 

 

笠間市議会議長   石 松 俊 雄 

 

 

署 名 議 員   西 山   猛 

 

 

署 名 議 員   大 貫 千 尋 
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